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１．工事概要 

１－１ 工事名      常磐自動車道 相馬工事 

 

１－２ 路線名     常磐自動車道 

 

１－３ 工事箇所  （自）福島県相馬市今田（ＳＴＡ４５５＋００） 

             緯度 ３７°４６’３０” 経度 １４０°５４’００” 

       （至）福島県相馬市大野台（ＳＴＡ５２０＋２０） 

          緯度 ３７°４９’４０” 経度 １４０°５２’３０” 

 

１－４ 工事延長 総延長   約 ６，５２０  ｍ 

土工延長  約 ５，６００ ｍ 

橋梁延長  約   ９２０ ｍ 

 

１－５ 施工内容 切盛土量  約２５４,０００  ｍ3 

橋梁下部工     ２４ 基 

橋梁上部工（ＰＣ）     ２ 橋 

ボックスカルバート（延伸）    ３ 基 

 

 橋名、橋長、巾員及び形式 

橋 名 測 点 
橋 長 

 （ｍ） 

有効巾員

（ｍ） 
形 式 

宇多川橋 
STA.460+10.00～ 

STA.461+35.50 
125.50 9.760 鋼3径間連続2主鈑桁橋 

馬藩沢橋 
STA.482+21.50～ 

STA.484+24.00 
202.50 9.760 鋼4径間連続ﾗｰﾒﾝ2主鈑桁橋 

信田橋 
STA.486+8.00～ 

STA.486+44.50 
36.50 10.750 PCﾎﾟｰﾀﾙﾗｰﾒﾝ2主版桁橋 

黒木橋 
STA.494+12.00～ 

STA.494+40.50 
28.50 10.750 PCﾎﾟｰﾀﾙﾗｰﾒﾝ2主版桁橋 

かやぐらばし 
STA.500+2.00～ 

STA.501+6.00 
104.00 9.810 鋼2径間PC床版連続合成2主鈑桁橋 

大野台希望の橋 
STA.514+38.50～ 

STA.518+58.00 
419.50 9.810 

鋼7径間連続複合ﾗｰﾒﾝ(2主鈑桁+細

幅箱桁)橋 

 

１－６ 連絡等施設  インターチェンジ    １箇所 

 

１－７ コリンズへの工事概要及び位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１－５４「コリンズへの登録」において、位置情報及び工事概要の項目は、

特記仕様書の１－３「工事箇所」及び１－５「施工内容」の記載内容を入力するものとする。 
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１－８ 施工地域区分 

本工事の実施工場所の施工地域区分は以下のとおりである。 

・２車線以上（片側１車線以上）かつ断面交通量が５，０００台／日以上に該当しない車道 

において車線変更を促す規制を行う場合の工事（常時全面通行止めの場合を含む） 
・市街地部（ＤＩＤ地区及びこれに準ずる地区）が施工場所に含まれない工事 

 

２．適用する共通仕様書 

契約書第１条に規定する「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和６年

７月版とする。 

 

３．間接工事費の変更  

３－１ 対象となる項目 

本工事は間接工事費のうち「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管

理費」の次に掲げる費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足

する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働

者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難にな

った場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事であ

る。 

（１）営繕費 

   労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る） 

（２）労務管理費 

募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 

（３）上記（１）（２）に関連し発生した間接工事費について、監督員が必要と認めた場合、その費

用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

３－２ 工事費構成内訳書 

発注者は、契約単価合意の時（単価協議時）に、本工事の当初積算における共通仮設費及び現場

管理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。 

 

３－３ 間接工事費計画書の提出 

受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合は、工期開始の日から１４日以内に

本特記仕様書３－２「工事費構成内訳書」で示された割合を参考にして、実績変更対象費に係る費

用の内訳を記載した間接工事費計画書（様式－１）を作成し、監督員へ提出するものとする。 

なお、工期開始の日から１４日以内に間接工事費計画書の提出がない場合は、間接工事費の増加

費用の請求は行えないものとする。 
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３－４ 間接工事費の増加費用の協議 

（１）受注者は、最終設計変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえた増加費用を請求

する場合は、間接工事費増加費用の負担額に関する協議書（様式－２）【変更間接工事費計画書

及び実績変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書の出ないものは金額の適切性を

証明する金額計算書など）】を監督員に提出し協議するものとする。 

（２）監督員は、受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額を記し

た増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。 

（３）受注者は、間接工事費の増加費用の額について、監督員からの協議書により間接工事費増加費

用の負担額同意書（様式－３）を監督員に提出するものとする。なお、協議の開始の日から２８

日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知する。 

 

３－５ 受注者の責めに帰す事由の増加費用 

受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

設計変更の対象としない。 

 

３－６ 実績変更対象費に基づく間接工事費の増加費用の算定 

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合の増加費用の算定については、次のとお

りとする。 

（１）共通仮設費率分は土木工事積算基準に基づく算出額から、間接工事費計画書（様式－１）に記

載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して

算出する。 

（２）現場管理費は、土木工事積算基準に基づく算出額から、間接工事費計画書（様式－１）に記載

された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出す

る。 

（３）間接工事費の増加費用は、一般管理費等の費用を含むものとする。 

（４）全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行う

ものとする。 

 

３－７ 虚偽申告 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加資格停

止等の措置を行う場合がある。 

 

３－８ 疑 義 

疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 
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４．材料調達に伴う変更 

４－１ 対象となる資材等 

骨材、土砂、仮設材（鋼材）については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、

安定的な確保を図るために、当初調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に材料調 

達変更計画書（様式－４）を監督員に提出のうえ協議するものとする。また、協議の結果、監督員

が必要と認めて当初調達地域以外からの調達を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、

当該地区からの調達完了後、購入費用及び輸送費等に要した費用の証明書類（実際の取引伝票等）

を添付した材料調達実績報告書（様式－５）を監督員に提出し、その費用については監督員と受注

者とで協議により定めるものとする。なお、受注者の都合により調達した資材は協議対象としない

ものとする。 

資材名 規 格 調達地域等 適用 

盛土用土砂 

最大寸法：１００㎜以下 

修正ＣＢＲ（％），試験法ＪＩＳ Ａ１２１１（試

験法呼び名＝Ｅ－１）：１０％以上 

スレーキング率，ＮＥＸＣＯ試験法１１０：５０％

以下 

福島県・仙台 上部路床 

裏込め材 

（土砂） 

最大寸法：１５０㎜以下、  

修正CBR（％），試験法ＪＩＳ Ａ１２１１（試験 

法呼び名＝Ｅ－１）：１０％以上  

スレーキング率，ＮＥＸＣＯ試験法１１０：５０％ 

以下  

塑性指数IP≧10かつ75µmふるい通過質量百分率≧ 

25%にあてはまらないものとする 

福島県・仙台 裏込め工Ａ 

砕石骨材 

再生クラッシャーラン（４０～０㎜） 

粒度調整砕石（４０～０㎜） 
福島県 切込砕石 

フィルター材 福島県 地下排水工 

仮設鋼材 

（リース品） 

Ｕ型鋼矢板ＳＰ－Ⅲ型 

親杭Ｈ－３００×３００×１０×１５ 

親杭Ｈ－４００×４００×１３×２１ 

腹起しＨ－３００×３００×１０×１５ 

腹起しＨ－３５０×３５０×１２×１９ 

腹起し・火打ちＨ－４００×４００×１３×２１ 

横矢板 Ｕ型鋼矢板ＳＰ－Ⅲ型 

横矢板 Ｈ－２００×２００×８×１２ 

横矢板 Ｈ－３００×３００×１０×５ 

横矢板 Ｈ－４００×４００×１３×２１ 

横矢板 Ｈ－７００×３００×１３×２４ 

横矢板 軽量鋼矢板 ＬＳＰ－２型 

横矢板 軽量鋼矢板 ＬＳＰ－３Ａ型 

横矢板 軽量鋼矢板 ＬＳＰ－３Ｂ型 

横矢板 軽量鋼矢板 ＬＳＰ－３Ｄ型 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

千葉県千葉市 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

構造物掘削 

仮設鋼材 

（中古品） 

Ｕ型鋼矢板ＳＰ－Ⅲ型 

Ｕ型鋼矢板ＳＰ－Ⅳ型 

Ｕ型鋼矢板ＳＰ－ＶＬ型 

親杭Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 

親杭Ｈ－３００×３００×１０×１５ 

福島県 構造物掘削 

仮設鋼材 

（リース品） 

鋼製覆工板：鋼製（補強型Ｔ－２５） 

プレガータ部材：ＰＧ－２形 

主桁：Ｈ－４００×４００×１３×２１ 

福島県 

大阪府大阪市 

福島県 

仮桟橋 
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主桁：Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ 

高さ調整材：Ｈ－３００×３００×１０×１５ 

杭橋脚：Ｈ－４００×４００×１３×２１ 

杭橋脚：Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ 

杭橋脚：Ｈ－３００×３００×１０×１５ 

桁受け：Ｈ－４００×４００×１３×２１ 

桁受け：Ｈ－３００×３００×１０×１５ 

敷桁：Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ 

鋼矢板Ⅲ型 

敷鉄板：２２×９１４×１８２９ 

主桁：Ｈ－７００×３００×１３×２４ 

主桁：Ｈ－５９４×３０２×１４×２３ 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

福島県 

千葉県千葉市 

茨城県水戸市 

仮設鋼材 

（中古品） 

主桁：Ｈ－７００×３００×１３×２４ 

主桁：Ｈ－５９４×３０２×１４×２３ 

受桁：Ｈ－７００×３００×１３×２４ 

受桁・桁受：Ｈ－５９４×３０２×１４×２３ 

手摺・支柱：Ｌ７５×７５×９ 

ブレース・ネコピース・鋼矢板固定材・倒れ防止

材：Ｌ１００×１００×１０ 

地覆：［－３８０×１００×１０．５×１６ 

受桁継ぎ材・対傾溝・横継材：［－３００×９０×

９×１３ 

転倒防止材・継ぎ材・水平つなぎ：［－２００×９

０×８×１３．５ 

横桁：［－２００×９０×８×１３．５ 

横桁：［－２００×８０×７．５×１１ 

プレート：ｔ＝１２ｍｍ，１６㎜ 

ネコピース・プレート：ＰＬ 

ブラケット：３０ＢＬ 

スティフナー：ＰＬ－３５８×１９３．５×１２ 

スティフナー：ＰＬ－１９３×１２×３５６ 

スティフナー：ＰＬ－１６９×１２×３１０ 

保護材：ＰＬ－９０×１２×９５０ 

支持杭添接板：ＰＬ－１２×３５０×５５０ 

支持杭添接板：ＰＬ－１２×１５０×５５０ 

支持杭添接板：ＰＬ－９×２４０×３１０ 

福島県 仮桟橋 

仮設鋼材 
（リース品） 

壁材 

シャットパネル Ｈ ０．５ｍ×３．０ｍ 

シャットパネル Ｉ １．０ｍ×３．０ｍ 

シャットパネル Ｊ １．５ｍ×３．０ｍ 

支柱・敷桁 Ｈ－２５０×２５０ 

福島県 
仮設落石防

護柵工 

仮設鋼材 

（中古品） 

ツナギ材 ［－２００×８０×７．５×１１ 宮城県岩沼市 仮設落石防

護柵工 

 

４－２ 対象となる資材等 

骨材、土砂、仮設材（鋼材）については、安定的な確保を図るために、当初調達地域等以外から

調達せざるを得ない場合には、事前に材料調達変更計画書（様式－４）を監督員に提出のうえ協議

するものとする。また、協議の結果、監督員が必要と認めて当初調達地域以外からの調達を指示し

た場合、受注者はその指示に従うものとし、当該地区からの調達完了後、購入費用及び輸送費等に

要した費用の証明書類（実際の取引伝票等）を添付した材料調達実績報告書（様式－５）を監督員
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に提出し、その費用については監督員と受注者とで協議により定めるものとする。なお、受注者の

都合により調達した資材は協議対象としないものとする。 

単価表の項目 資材名 規 格 

構造物掘削 

特殊部Ａ４ 

仮設材（鋼材） 

鋼製山留材（切梁・腹起し） 

普通鋼矢板ＶＬ型 

腹起し（Ｈ－３００×３００×１０×１５） 

腹起し（Ｈ－３５０×３５０×１２×１９） 

カバープレート Ｈ－３５０用 

カバープレート Ｈ－３００用 

軽量矢板ＬＳＰ－３Ｂ型 ｔ＝５㎜ 

横矢板 Ｌ－１５０×１５０×１２ 

アンカーボルト Ｍ１６－１００ 

 

４－３ 虚偽申告 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加資格停

止等の措置を行う場合がある。 
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５．配置技術者について  

５－１ 配置技術者経験及び資格 

配置技術者に求める経験及び資格は、当該工事の入札公告（説明書）に示すとおりとする。 

 

５－２ 特例監理技術者の兼務について 

共通仕様書１－７－３「現場代理人等の配置」（４）に規定する特例監理技術者が兼務できる工

事は以下に示す市町村の範囲とする。   

１）対象範囲 

常磐自動車道 いわき勿来ＩＣから山元ＩＣを通過する市町村及び隣接する市町村 

 

６．工事用地等に関する事項 

６－１ 工事用地等の確保 

契約書第１６条第１項の「工事用地等」及びそれぞれの使用可能時期（用地の確保が完了する時

期）は下表のとおりである。 

受注者は使用可能期間前に当該工事用地等を使用してはならない。 

（１）工事用道路 

対象箇所 所在地 面積 使用可能期間 備 考 

工事用道路１ 
相馬市今田字久保 

１５１番地の１ 他４筆 
約3,400㎡ 

令和7年11月～ 

令和10年10月 
南相馬-46函渠付近 

宇多川橋 

工事用道路 

相馬市山上字明神 

３番地の４ 他２筆 
約760㎡ 

令和7年11月～ 

令和10年10月 

STA.460+20付近 

（宇多川橋） 

工事用道路２ 
相馬市山上字広瀬 

７０番地の１ 他２筆 
約140㎡ 

令和8年1月～ 

令和12年1月 

STA.461+40付近 

（宇多川橋付近） 

工事用道路３ 
相馬市山上字山岸 

４６１番地の１ 他３筆 
約3,700㎡ 

令和7年11月～ 

令和9年4月 
STA.462+80付近 

工事用道路４ 
相馬市粟津三斗蒔 

６番地の５ 他２筆 
約630㎡ 

令和8年6月～ 

令和12年1月 
STA.471+60付近 

工事用道路５―１ 
相馬市小野字信田 

１２２番地（他１筆） 
約250㎡ 

令和8年6月～ 

令和12年1月 

STA.471+80付近 

（馬藩沢橋） 

工事用道路５－２ 
相馬市小野字馬番沢 

５１番地の１ 他２７筆 
約4,400㎡ 

令和8年9月～ 

令和11年10月 

STA.483+00付近 

（馬藩沢橋） 

工事用道路６ 
相馬市小野字信田 

７９番地の１ 他２筆 
約1,300㎡ 

令和9年2月～ 

令和11年6月 

STA.486+20付近 

（信田橋） 

工事用道路７ 
相馬市小野字薬師堂 

３６１番地の２ 他６筆 
約4,000㎡ 

令和8年9月～ 

令和9年4月 
STA.488+80付近 

工事用道路８ 
相馬市黒木字堂ヶ平 

６番地の３ 他２筆 
約1,300㎡ 

令和8年9月～ 

令和11年2月 
STA.491+00付近 

工事用道路９ 
相馬市黒木字宿仙木 

６５７番地の４ 他４筆 
約2,000㎡ 

令和8年11月～ 

令和12年7月 
STA.494+40付近 

かやぐらばし 

A1橋台～P1橋脚間 

相馬市初野字南萱倉 

１４１番地の１ 他２筆 
約900㎡ 

令和9年10月～ 

令和11年2月 

STA.500+51付近 

（かやぐらばし） 

工事用道路１０ 
相馬市初野字栗原 

２８８番地の１ 他７筆 
約2,200㎡ 

令和8年11月～ 

令和11年10月 
STA.508+40付近 

大野台希望の橋 

工事用道路 

相馬市初野字西原 

１２番地の１ 他６筆 
約2,100㎡ 

令和7年11月～ 

令和11年11月 

STA.516+00付近 

（大野台希望の橋） 

工事用道路１１ 
相馬市大野台二丁目 

３番地の１０ 
約600㎡ 

令和7年11月～ 

令和11年10月 
STA.520+00付近 
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受注者は工事用地等の使用が完了した際は、速やかに監督員に報告し、後片付け等の完了確認を

受けるものとする。 

 

７．土取場及び自工区外盛土場に関する事項 

７－１ 土取場 

７－１－１ 土取場の位置 

土取場は「工事用道路及び交通保安員配置図」に示す箇所とし、その名称及び仮置可能量は下表

のとおりとする。 

番号 名 称 当該工事仮置可能量 摘 要 

１ 馬藩沢橋仮置き場 約２，３００ｍ3 工事用道路の残土仮置場としても使用 

 

７－１－２ 補償費等 

「工事用道路及び交通保安員配置図」に示す土取場の補償費等は無償とする。 

 

７－１－３ その他 

受注者は土取り完了後、監督員に通知し、整地及び跡片付け等の確認を受けなければならない。 

 

７－２ 自工区外仮置場  

７－２－１ 自工区外仮置場の位置 

自工区外仮置場は「工事用道路及び交通保安員配置図」に示す箇所とし、その名称及び仮置可能

量は下表のとおりとする。 

番号 名 称 当該工事仮置可能量 摘 要 

１ 相馬工事 相馬仮置場 約１１０，０００ｍ3 
相馬工事本線、構造物掘削の余剰土を対

象とする 

 

７－２－２ 自工区外仮置場の施工計画 

受注者は、自工区外仮置場の設計図書に示す改良及び使用に先立ち搬出時期・方法及び範囲等を

記載した施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

 

７－２－３ 補償費等  

「工事用道路及び交通保安員配置図」に示す自工区外仮置場の補償費等は無償とする。 

 

７－２－４ 完了確認 

受注者は仮置場への搬入・仮置きが完了後、監督員に通知し、仮置土量及びシート養生等の確認

を受けるものとする。 

 

７－２－５ 仮置場の変更 

仮置場を変更する必要が生じ、監督員が必要と認めてこれを指示した場合、受注者はその指示に

従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 
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８．関連施設その他との関係 

共通仕様書１－１０「関係官公署及び関係会社への手続き」に示す本工事に関連する主な施設及

び管理者は、下表のとおりとする。 

（１）道路関係 

位 置 路線名 管理者名 摘 要 

STA.461+20付近 

STA.462+35付近 

 

STA.463+55付近 

 

STA.471+50付近 

STA.484+78付近 

STA.488+75付近 

STA.490+38付近 

 

STA.494+20付近 

STA.500+10付近 

STA.500+90付近 

STA.516+80付近 

STA.518+40付近 

国道１１５号 

農道山岸１号線 

 

市道中野６１９号線 

 

市道黒木粟津線 

市道中部３５６号線 

市道笹川天明線 

市道中部１４２号線 

 

市道宿仙木線 

法定外道路 

市道山上初野線 

県道相馬大内線 

市道中部７１６号線 

福島県相双建設事務所 

相馬市 

 

相馬市 

 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

福島県相双建設事務所 

相馬市 

宇多川橋Ａ２橋台付近：交差 

南相馬－４７函渠：交差・延伸 

（※１） 

南相馬－４８函渠：交差・延伸 

（※１） 

相馬－２函渠：交差 

相馬－３函渠：交差 

相馬－４函渠：交差 

相馬－５函渠：交差・延伸 

（※１） 

黒木橋Ａ２橋台付近：交差 

かやぐらばしＡ１橋台付近：交差 

かやぐらばしＡ２橋台付近：交差 

大野台希望の橋Ｐ４付近：交差 

大野台希望の橋Ａ２付近：交差 

※１．工事中は、通行止めとするもの（施工時期は農閑期（１０月～翌年３月）とする。） 

上記の管理者の協議は発注者が行う。上記対象箇所の着手２箇月前には監督員に詳細な施工計

画書を提出するものとする。 

（２）規制関係 

道路及び位置 管理者名 摘 要 

常磐自動車道 南相馬IC～新地IC 

福島県相馬警察署（歩道部） 

農道山岸１号線 

市道中野６１９号線 

市道中部１４２号線 

市道宿仙木線 

市道山上初野線 

市道中部７１６号線 

福島県警察高速道路交通警察隊 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

福島県相馬警察署 

 

宇多川橋Ａ２橋台付近 

南相馬－４７函渠 

南相馬－４８函渠 

相馬－５函渠 

黒木橋Ａ２橋台付近 

かやぐらばしＡ２橋台付近 

大野台希望の橋 

Ｐ５橋脚・Ｐ６橋脚付近 

なお、高速道路の交通規制に必要な協議については、原則として発注者が行うものとし、着手

２箇月前には監督員に詳細な施工計画書を提出し、受注者は協議内容を遵守して工事を行うもの

とする。 
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（３）河川・水路関係 

位 置 河川・水路名 管理者名 摘 要 

STA.460+10付近 

STA.460+18付近 

 

STA.462+35付近 

STA.463+55付近 

STA.483+20付近 

STA.486+20付近 

STA.489+40付近 

STA.490+20付近 

STA.490+38付近 

STA.491+00付近 

STA.494+40付近 

STA.500+60付近 

STA.501+10付近 

STA.516+10付近 

水路 

二級河川宇多川 

 

水路 

水路 

馬藩沢ため池 

二級河川右支小泉川 

水路 

水路 

水路 

水路 

水路 

二級河川小泉川 

水路 

二級河川地蔵川 

相馬市上今田地区水利組合 

福島県相双建設事務所 

 

相馬市 

相馬市 

馬藩沢水利組合 

福島県相双建設事務所 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

相馬市 

福島県相双建設事務所 

相馬市 

福島県相双建設事務所 

工事用道路１ 

宇多川橋P1橋脚 

・仮桟橋A1橋台からP2橋脚 ※１ 

南相馬-47函渠 ※２ 

南相馬-48函渠 ※２ 

馬藩沢橋P1橋脚からP2橋脚 

信田橋・仮桟橋 

工事用道路7 

相馬-5施工ヤード 

相馬-5函渠 ※２ 

工事用道路8 

工事用道路9 

かやぐらばしP1橋脚 ※１ 

かやぐらばし施工ヤード 

大野台希望の橋・仮桟橋 

P3橋脚からP4橋脚 

※１．宇多川橋Ｐ１橋脚・仮桟橋、かやぐらばしＰ１橋脚の施工時期は非出水期（１１月～５月）と

する。 

※２．水路の施工時期（切替）は農閑期（１０月～３月）とする。 

上記の管理者の協議は発注者が行う。上記対象箇所の宇多川橋・信田橋・かやぐらばし・大野

台希望の橋及び仮桟橋に関しては、対象箇所の着手４箇月前には監督員に詳細な施工計画書を提

出するものとする。 

（４）電力、通信施設関係 

位 置 路線・施設名 管理者名 摘 要 

STA.461+30付近 

（宇多川橋近傍） 

STA.461+30付近 

（宇多川橋近傍） 

STA.463+55付近 

 

STA.463+55付近 

 

STA.483+20付近 

（馬藩沢橋近傍） 

STA.501+00付近 

（かやぐらばしA2近傍） 

STA.501+00付近 

（かやぐらばしA2近傍） 

STA.501+00付近 

（かやぐらばしA2近傍） 

架空線及び電柱 

（山岸／２１－１・２２） 

架空線及び電柱 

（山岸線／２０） 

南相馬－４８函渠内 

埋設ケーブル 

南相馬－４８函渠内 

埋設ケーブル 

高圧電線（６６ｋV） 

 

架空線（初野１８） 

 

テレビ線 

 

埋設ケーブル及び 

電柱（初野線／３６南６） 

東日本電信電話㈱ 

 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 

 

㈱トークネット 

 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 

 

東北電力㈱ 

 

東日本電信電話㈱ 

 

萱倉共聴組合 

 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 

移設（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

移設（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

迂回（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

迂回（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

近接 

 

移設（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

移設（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

移設（令和７年度に 

他工事にて実施予定） 

常磐自動車道 

上り線 本線 

KP264.6～KP270.9 

光通信ケーブル 

メタル通信 

電源ケーブル 

東日本高速道路㈱ 移設（令和７年度及び 

令和８年度に本工事 

にて追加し、実施予定）

上記の移設（仮移設を含む）の協議は発注者が行う。上記対象箇所の着手３箇月前には監督員

に詳細な施工計画書を提出するものとする。 

ただし、受注者の施工上の理由から再移設を行う場合は、受注者の負担で行うものとする。 

なお、この場合、事前に再移設計画を監督員宛に提出し、確認を得るものとする。 

（５）ガス、水道施設関係 
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位 置 路線名 管理者名 摘 要 

STA.461+25付近 

（宇多川橋近傍） 

STA.462+35付近 

（南相馬-47函渠） 

STA.463+55付近 

（南相馬-48函渠） 

工事用道路５－１ 

STA.490+38付近 

（相馬－５函渠） 

STA.494+20付近 

（黒木橋近傍） 

STA.494+20付近 

（黒木橋近傍） 

工事用道路１０ 

国道１１５号 

 

農道山岸１号線 

 

市道中部６１９号線 

 

市道３５６号線 

市道中部１４２号線 

 

市道宿仙木線 

 

市道宿仙木線 

 

市道中部３５２号線 

相馬地方広域水道企業団 

 

相馬地方広域水道企業団 

 

相馬地方広域水道企業団 

 

相馬地方広域水道企業団 

相馬地方広域水道企業団 

 

相馬地方広域水道企業団 

 

福島県企業局 

 

そうま土地改良区 

VPφ30（近接） 

 

DIP-NSφ200（吊防護） 

 

HIVP-PRφ100（吊防護） 

 

VPφ150、DIPφ300（近接） 

HIVP-PRφ100（吊防護） 

 

HIVP-PRφ100（近接） 

 

DIPφ800（近接） 

 

SPφ1200（近接） 

上記の移設（仮移設を含む）の協議は発注者が行う。上記対象箇所の着手３箇月前には監督員

に詳細な施工計画書を提出するものとし、埋設物の近接箇所については、試掘を行い施工範囲外

であることを確認する。試掘による費用及び試掘結果によって対策が必要になった際の費用は、

監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

ただし、受注者の施工上の理由から再移設を行う場合は、受注者の負担で行うものとする。 

なお、この場合、事前に再移設計画を監督員宛に提出し、確認を得るものとする。 

（６）その他 

受注者は、上記以外の本工事に関係する施設等を発見したときは、監督員に通知し、監督員の

指示に従わなければならない。 
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９．作業日及び作業期間に関する事項 

９－１ 作業抑制期間 

共通仕様書１－１３「作業日」の規定による他、下表に示す期間は原則として、高速道路上の交

通規制を伴う作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由

を付した書面を監督員に提出し、確認を得なければならない。 

期 間 区 間 摘 要 

令和 ７年 ８月 ２日～令和 ７年８月１７日 

南相馬IC 

～ 

新地IC 

Ｒ７ 夏期混雑期 

令和 ７年１２月２６日～令和 ８年１月 ５日 Ｒ７～Ｒ８ 年末年始 

令和 ８年 ４月２５日～令和 ８年５月 ６日 Ｒ８ ゴールデンウィーク 

令和 ８年 ８月 ３日～令和 ８年８月１６日 Ｒ８ 夏期混雑期 

令和 ８年１２月２６日～令和 ９年１月 ５日 Ｒ８～Ｒ９ 年末年始 

令和 ９年 ４月２６日～令和 ９年５月 ５日 Ｒ９ ゴールデンウィーク 

令和 ９年 ８月 １日～令和 ９年８月１６日 Ｒ９ 夏期混雑期 

令和 ９年１２月２６日～令和１０年１月 ５日 Ｒ９～Ｒ１０ 年末年始 

令和１０年 ４月２５日～令和１０年５月 ６日 Ｒ１０ ゴールデンウィーク 

令和１０年 ８月 １日～令和１０年８月１６日 Ｒ１０ 夏期混雑期 

令和１０年１２月２６日～令和１１年１月 ５日 Ｒ１０～Ｒ１１ 年末年始 

令和１１年 ４月２６日～令和１１年５月 ５日 Ｒ１１ ゴールデンウィーク 

令和１１年 ８月 １日～令和１１年８月１６日 Ｒ１１ 夏期混雑期 

なお、上記に示す期間は現時点での予定であり、変更が生じた場合は別途監督員から指示するも

のとする。 

 

９－２ 河川内工事における施工時期 

河川内の施工については、下記期間中に行うものとする。 

構造物名 期 間 摘 要 

宇多川橋 仮桟橋 令和７年１１月～令和８年５月 二級河川宇多川 

非出水期 宇多川橋 Ｐ１橋脚 令和８年１１月～令和９年５月 

かやぐらばし Ｐ１橋脚 令和９年１１月～令和１０年５月 
二級河川小泉川 

非出水期 

 

９－３ 構造物の施工時期 

工事箇所隣接地が耕作地であることから、施工にあたっては交差道路の規制及び交差水路等につ

いて、耕作に影響しないよう施工時期に配慮して施工するものとする。 

構造物名 期 間 摘 要 

ＳＴＡ．４６２＋３５ 南相馬－４７函渠 

ＳＴＡ．４６３＋５５ 南相馬－４８函渠 

ＳＴＡ．９０＋３８  相馬－５函渠 

令和７年１０月～令和８年３月 

令和８年１０月～令和９年３月 

令和８年１０月～令和９年３月 

農閑期※ 

※用排水路・交差道路における第三者への使用や通行を制限する予定期間であり、構造物における

施工期間を限定するものではない。 

なお、上記に示す期間は現時点での予定であり、耕作状況によって変更が生じた場合は別途監督

員と協議を行うものとする。 
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９－４ 交通規制可能時間 

交通規制可能時間は下表に示す時間内とする。なお、監督員の指示により規制開始の延期または

途中で規制解除（工事中止）を行うことがある。また、受注者は、交通規制による著しい渋滞若し

くは、その恐れがある場合や、交通の危険及び異常気象時には、監督員の指示により、一時規制を

解除（工事中止）する措置を講じなければならない。これらの措置に要する費用は、監督員と受注

者で協議し定めるものとする。 

上下別 施工区間 
路肩規制 

可能時間帯 

上り 南相馬ＩＣ～新地ＩＣ 日の出～日の入 

 

９－５ 通行止め・ランプ閉鎖規制・連絡等施設規制 

下表に示す項目の施工において、下表に示すとおり通行止め・ランプ閉鎖規制を予定している。

なお、通行止め・ランプ閉鎖時期、区間、時間及び回数は現時点における予定であり、変更が生じ

る場合は別途監督員から指示するものし、変更に伴い生じる費用については、監督員と受注者で協

議し定めるものとする。可能時間帯は表中に示す時間内とする。 

上下別 施工区間 予定時期 回数 
通行止め・ランプ閉鎖 

規制可能時間帯 
摘 要 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和８年４月 ５夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵設置 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和８年７月 ５夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵設置 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和８年８月 １０夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵設置 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和８年１１月 ７夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵設置 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和９年４月 ５夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 

仮設落石防護柵設置 

仮設落石防護柵撤去 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和９年７月 ５夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 

仮設落石防護柵設置 

仮設落石防護柵撤去 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和９年８月 １０夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵撤去 

上下 
相馬IC～ 

新地IC 
令和９年１１月 ７夜間 

20:00～翌5:00 

（21:00～翌4:00） 
仮設落石防護柵撤去 

上表の通行止め・ランプ閉鎖規制可能時間帯の（ ）内の時間は、施工可能時間を示す。 

相馬ＩＣ～新地ＩＣ間の通行止め規制時は相馬ＩＣ仙台方面のランプも同時に通行止めとなる。 

なお、高速道路等の通行止め・ランプ閉鎖に係る協議は原則として発注者が行うものとし、通行

止め・ランプ閉鎖に伴う本線、ＩＣの交通規制は他の工事にて行うものとする。 
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９－６ 一般道の交通規制及び通行止め 

下表に示すとおり、道路管理者との協議に基づき一般道において交通規制及び通行止めを予定し

ている。また、交通規制及び通行止めの時期、時間帯及び回数は現時点における予定であり、変更

が生じる場合は別途監督員から指示するものとし、受注者はこれに従わなければならない。なお、

一般道の交通規制及び通行止めに要する費用は、諸経費に含むものとする。 

（１）交通規制 

道路名 予定時期 
１車線規制 

可能時間帯 
摘 要 

市道山上初野線 令和９年２月～令和１０年１０月 終 日 

かやぐらばしＡ２橋

台施工時 

片側交互通行規制 

（２）通行止め 

道路名 予定時期 
通行止め 

可能時間帯 
摘 要 

農道山岸１号線 

市道中野６１９号線 

市道中部１４２号線 

令和７年１０月～令和８年３月 

令和８年１０月～令和９年３月 

令和８年１０月～令和９年３月 

終 日 

南相馬－４７函渠 

南相馬－４８函渠 

相馬－５函渠 

市道宿仙木線 令和１０年７月～令和１０年７月 終 日 
黒木橋の一般道上の

支保工施工時 

市道中部７１６号線 令和８年１月～令和９年１２月 終 日 

大野台希望の橋 

Ｐ ５ 橋 脚 ・ Ｐ ６ 橋

脚・Ａ２橋台下部工 

 

９－７ 週休２日工事 

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休２日を達成するよう工事を実

施する「週休２日工事（発注者指定方式）」である。 

 

９－７－１ 定 義 

（１）「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を

いう。 

（２）「対象期間」とは、次の各号に掲げる期間を除く工事着手日から工事が完成した日までの期間

をいう。 

① 共通仕様書１－１３「作業日」に規定する１２月２９日から翌年１月３日まで及び夏期休暇

（３日）の期間 

② 共通仕様書１－３５「工事の一時中止」に規定する工事全部を中止する期間 

③ 工事製作のみを実施している期間 

④ 冬期休止期間等特記仕様書に規定する発注者が工事全体を施工対象外としている期間 

（３）「４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）

が２８．５％以上（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

（４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。な

お、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 
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９－７－２ 履行確認（週休２日確保の確認方法） 

（１）現場閉所を行うときは、工程会議等により監督員が事前に把握している場合を除き、事前に監

督員にメール等で連絡を行うものとする。 

（２）受注者は、工事完了後に週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」（様式－６）を作成

し、監督員へ提出するものとする。また、工事途中において、監督員より「取得報告書」の作成

及び提出を求められた場合は、その求めに応じるものとする。 

（３）監督員は、受注者から提出された「取得報告書」を基に、週休２日の取得状況を確認するもの

とする。 

（４）履行確認の結果、４週８休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額を減額変更するも

のとする。 

 

９－７－３ 工 期 

本工事は、共通仕様書１－１２「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制の確保

を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事で

あり発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができ

る。 

余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しな

い資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材の搬入、仮設工事または測量

等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものと

する。 

契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、「工事打合簿」を監督員に提

出し協議の上、工事に着手することができるものとする。 

余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から１２０日後 

 

９－８ 週休２日工事に要する費用 

９－８－１ 補正対象項目及び補正方法 

 見積活用方式を採用する工事において、見積対象とした項目においては、最終参考見積書の内

訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）を確認し、週休２日に係る費用が含まれてい

ないものについては、ＮＥＸＣＯの土木工事積算基準（４週８休）各編の規定に基づき補正額を

算出するものとする。 

   また、週休２日の確保を本特記仕様書９－７－２「履行確認（週休２日確保の確認方法）

（２）」による確認後、４週８休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分

を減額変更するものとする。 

   なお、減額費用の算出方法等の取扱いについては、共通仕様書１－３３－１「新単価」の規定

によるものとし、見積対象とした項目においては、最終参考見積書に記載している週休２日に係

る費用の内訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）に基づき減額変更を行うものとす

る。最終参考見積書に内訳の記載がないものについては、ＮＥＸＣＯの土木工事積算基準（４週

８休）各編により減額費用を算出するものとする。 

 

９－８－２ 支 払 
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週休２日工事に要する費用は、関連する単価項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わない

ものとする。 

 

１０．関連工事に関する事項 

１０－１ 関連工事 

契約書第２条に規定する当社または他の機関の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のと

おりとする。 

工事名 主な関連事項 予定工期 施行主体 受注者等名 

保全工事等の実施に

関する年度協定 

道路保全工事業務 

交通規制調整 

工程調整 

側道近傍の施工 

通 年 東日本高速道路㈱ 

㈱ネクスコ・ 

メンテナンス 

東北 

保全点検業務等の実

施に関する年度協定 

道路詳細点検業務 

施設保全工事業務 

施設保全管理業務 

㈱ネクスコ・ 

エンジニアリ

ング東北 

保全点検業務等の実

施に関する年度協定 

通信施設保全工事業

務 

㈱ネクスコ 

東日本エンジ

ニアリング 

常磐自動車道 

Ｒ５いわき管内 

舗装補修工事 

交通規制調整 
令和５年３月１１日～ 

令和７年７月２７日 
東日本高速道路㈱ 鹿島道路㈱ 

常磐自動車道 

新地きずな橋 

延長床版補修工事 

交通規制調整 
令和６年１月１８日～ 

令和７年１０月８日 
東日本高速道路㈱ ㈱ガイアート 

常磐自動車道 

Ｒ６いわき管内 

はく落対策工事 

交通規制調整 
令和６年３月７日～ 

令和８年６月２４日 
東日本高速道路㈱ 東進産業㈱ 

常磐自動車道 

Ｒ７いわき管内 

舗装補修工事 

交通規制調整 未 定 東日本高速道路㈱ 未 定 

常磐自動車道 

大野台希望の橋 

（鋼上部工）工事 

工程調整 

施工ヤード 
未 定 東日本高速道路㈱ 未 定 

なお、上記に示す工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じた場合は別途監督員から通

知するものとする。 

この他にいわき管理事務所で行う規制調整会議（毎週木曜日）に出席し、当該工事の規制に関連

する工事及び受注者との調整に協力するものとする。 
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１１．工事費構成内訳書及び工程表、履行報告に関する事項 

１１－１ 工事費構成内訳書及び工程表 

１１－１－１ 工事費構成内訳書 

契約書第３条第１項に規定する「設計図書に基づく工事費構成内訳書」（以下「内訳書」とい

う。）は様式－７のとおりとする。 

内訳書は共通仕様書１－１９－１「工程表の提出」に規定する工程表と合わせて提出するものと

する。ただし、内訳書の提出は当初契約締結時のみとし、契約変更時の提出は要しないものとす

る。 

  

１１－１－２ 工程表 

共通仕様書１－１９－１「工程表の提出」に規定する工程表は様式－８のとおりとし、記入方法

は下記のとおりとする。 

（１）準備工・跡片付けは、工程のみを棒グラフで記入する。 

（２）準備工・跡片付け以外の項目は、工程を棒グラフで記入し、棒グラフの上段に各月ごとに累計

計画出来高（％）を記入する。 

（３）右側摘要部分の目盛に従い計画出来高累計曲線を記入する。 

（４）工程表に示す項目は次のとおりとする。 

工程表の項目 単価表の項目 

切盛土工 
道路掘削、客土掘削、捨土掘削、盛土工、構造物掘削、構造物裏込め工、

基礎材、置換工 

のり面工 
種散布工、種吹付工、植生基材吹付工、コンクリ―ト吹付工、コンクリー

トブロック積工、裏込め砕石、基礎工、補強土壁工 

用・排水工 
用排水溝、用排水管、集水ます、用排水管ののみ口、吐口、地下排水工、

油水分離ます 

溝渠工 
継目工、コンクリート、型わく、鉄筋、はく落防止対策工、簡易舗装工、

置換工 

橋梁下部工 基礎杭、コンクリート、型わく、鉄筋 

橋梁上部工 
コンクリート、型わく、ＰＣ鋼材引張、排水装置、中央分離帯転落防止網 

落下物防止柵、橋梁、高架部管路工、はく落防止対策工 

工事用道路工・相馬

仮置場整備工 
簡易舗装工、工事用道路工 

工事用仮桟橋 工事用仮桟橋 

雑 工 上記以外 

 

１１－２ 履行報告 

共通仕様書１－１９－２「履行報告」に規定する履行報告は様式－９及び本特記仕様書１１－１

－２「工程表」に示す工程表に下記のとおり記入し報告するものとする。 

（１）棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する。 

（２）計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。 
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１２．工事用道路に関する事項 

１２－１ 工事用道路の指定 

共通仕様書１－２２－１「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「工事用

道路及び交通保安要員配置図」に示すとおりとし、その路線名、区間、巾員等は、下表のとおりと

する。 

番号 路線名又は場所 巾 員 用地 使用開始時期 施工者 備 考 

１ 市道今田中野線 ６．０ｍ 

無償 － － 既設 

２ 県道山上赤木線 ６．０ｍ 

３－１ 国道１１５号 ６．０ｍ 

３－２ 国道１１５号 １３．０ｍ 

３－３ 国道１１５号 ６．０ｍ 

４ 市道中部６１９号線 ４．５ｍ 

５ 市道黒木粟津線 ５．０ｍ 

６ 市道笹川天明線 ３．４ｍ 

７ 市道中部１４２号線 ４．０ｍ 

８ 市道宿仙木線 ４．０ｍ 

９ 県道相馬大内線 ３．８ｍ 

１０ 市道中部６４２号線 ５．０ｍ 

１１ 市道中部７１６号線 ４．０ｍ 

１２ 市道山上初野線 ６．０ｍ 

１３ 市道椎木初野線 ６．０ｍ 

１４ 市道塚部椎木線 ９．６ｍ 

１５ 国道１１３号 １３．０ｍ 

１６－１ 国道６号 ７．０ｍ 

１６－２ 国道６号 ７．０ｍ 

１７ 県道相馬港線 １３．０ｍ 

１８ 市道新沼原釜線 ６．０ｍ 

１９ 幹線臨港道路１号線 ６．０ｍ 

２０ 県道相馬亘理線 ６．０ｍ 

２１ 工事用道路１ ４．０ｍ 

借地 
本特記仕様書 

６－１による 
当該工事 

新設 

２２ 宇多川橋工事用道路 ５．０ｍ 新設 

２３ 工事用道路２ ４．０ｍ 新設 

２４ 工事用道路３ － 新設 

２５ 工事用道路４ ５．０ｍ 新設 

２６ 工事用道路５－１ ４．０ｍ 改良 

２７ 工事用道路５－２ ４．０ｍ 新設 

２８ 工事用道路６ ４．０ｍ 新設 

２９ 工事用道路７ ４．０ｍ 新設 

３０ 工事用道路８ ４．０ｍ 新設 

３１ 工事用道路９ ４．０ｍ 新設 

３２ 工事用道路１０ ４．０ｍ 改良 

３３ 
大野台希望の橋 

工事用道路 
４．０ｍ 新設 

３４ 工事用道路１１ ４．０ｍ 改良 
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１２－２ 工事用道路の使用条件 

上記の工事用道路の使用条件は以下の通りである 

番号 路線名又は場所 
土運搬 

可能時間 

資機材搬入出作業 

可能時間 

土曜日、日曜日及び 

祝祭日の使用及び時間 

１ 市道今田中野線 指定なし 指定なし 可 

２ 県道山上赤木線 指定なし 指定なし 可 

３－１ 国道１１５号 指定なし 指定なし 可 

３－２ 国道１１５号 指定なし 指定なし 可 

３－３ 国道１１５号 指定なし 指定なし 可 

４ 市道中部６１９号線 指定なし 指定なし 可 

５ 市道黒木粟津線 指定なし 指定なし 可 

６ 市道笹川天明線 指定なし 指定なし 可 

７ 市道中部１４２号線 指定なし 指定なし 可 

８ 市道宿仙木線 指定なし 指定なし 可 

９ 県道相馬大内線 指定なし 指定なし 可 

１０ 市道中部６４２号線 指定なし 指定なし 可 

１１ 市道中部７１６号線 指定なし 指定なし 可 

１２ 市道山上初野線 指定なし 指定なし 可 

１３ 市道椎木初野線 指定なし 指定なし 可 

１４ 市道塚部椎木線 指定なし 指定なし 可 

１５ 国道１１３号 指定なし 指定なし 可 

１６－１ 国道６号 指定なし 指定なし 可 

１６－２ 国道６号 指定なし 指定なし 可 

１７ 県道相馬港線 指定なし 指定なし 可 

１８ 市道新沼原釜線 指定なし 指定なし 可 

１９ 幹線臨港道路１号線 指定なし 指定なし 可 

２０ 県道相馬亘理線 指定なし 指定なし 可 

２１ 工事用道路１ 指定なし 指定なし 可 

２２ 宇多川橋工事用道路 指定なし 指定なし 可 

２３ 工事用道路２ 指定なし 指定なし 可 

２４ 工事用道路３ 指定なし 指定なし 可 

２５ 工事用道路４ 指定なし 指定なし 可 

２６ 工事用道路５－１ 指定なし 指定なし 可 

２７ 工事用道路５－２ 指定なし 指定なし 可 

２８ 工事用道路６ 指定なし 指定なし 可 

２９ 工事用道路７ 指定なし 指定なし 可 

３０ 工事用道路８ 指定なし 指定なし 可 

３１ 工事用道路９ 指定なし 指定なし 可 

３２ 工事用道路１０ 指定なし 指定なし 可 

３３ 
大野台希望の橋 

工事用道路 
指定なし 指定なし 可 

３４ 工事用道路１１ 指定なし 指定なし 可 

※１ 市道山上初野線への工事用車両の進入は市道椎木初野線からとする。 

※２ 本工事にて撤去を実施する工事用道路は原型復旧を行うものとするが、監督員が復旧方法を

指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注

者とで協議し定めるものとする。 
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１２－３ 既設道路の改良 

受注者は、設計図書及び監督員の指示に従い、下表の既設道路の改良を行うものとする。 

これらの改良に要する費用は関連する契約単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

番号 主な改良内容 借地 復旧方法 

２６ 待避所１箇所設置、約２００ｍの砕石（ｔ＝２０㎝）を敷設 無償 別工事にて実施 

３２ 約３９０ｍの砕石（ｔ＝２０㎝）を敷設 無償 別工事にて実施 

３４ 約１６０ｍの砕石（ｔ＝２０㎝）を敷設 無償 別工事にて実施 

 

１２－４ 工事用道路の共同使用 

本特記仕様書１２－１「工事用道路の指定」に示す工事用道路のうち、共通仕様書１－２２－５

「工事用道路等の共同使用」に規定する工事用道路は、下表のとおりとする。 

番 号 工事内容 受注者 

２１、２２、２３、２６、２７、 

２８、３１、３３、３４ 
上部工工事 未定 

２１、２３、２５、２８、 

３０、３１、３２、３４ 
舗装工事 未定 

 

１２－５ 工事用道路の維持・補修 

（１）本特記仕様書１２－１「工事用道路の指定」に示す番号１０、１１、２５及び信田橋へ進入す

る道路の散水・清掃等の維持は受注者が行うものとし、これに要する用については関連する契約

単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

なお、監督員が必要と認めて補修を指示した場合は、受注者はその指示に従うものとし、これ

に要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

（２）本特記仕様書１２－１「工事用道路の指定」に示す番号３２、３４の散水・清掃等の維持及び

補修は受注者が行うものとし、これに要する費用については関連する契約単価に含むものとし、

別途支払は行わないものとする。 

（３）本特記仕様書１２－１「工事用道路の指定」に示す工事用道路について監督員が必要と認めて

補修を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と

受注者とで協議し定めるものとする。 

（４）土運搬及び資機材搬入等による既設道路等への泥土持ち出し防止のため下記の設置場所ごとに

泥落し装置を設置するものとし、工事完了後に撤去するものとする。これに要する費用について

は、関連する契約単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

なお、監督員が必要と認めて泥落し装置の配置の変更を指示した場合、受注者はこれに従うも

のとし、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

設置場所 設置期間 

工事用道路４付近 土運搬期間中 

工事用道路１０付近 土運搬期間中 

相馬仮置場出口 土運搬期間中 
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１３．特許に関する事項 

１３－１ 特許権等の使用  

契約書第８条に規定する特許権等の使用の対象となる工法は下記のとおりである。 

１）特記仕様書２７－５－１における硬質地盤専用圧入機（低空頭用）による鋼矢板の打込み。

なお、本工法を使用するに当たっての工法使用料は発生しない。 

 

１４．支給材料及び貸与品に関する事項 

１４－１ 貸与品 

契約書第１５条第１項に基づく貸与品は、下表のとおりとし、設計図書に定められた使用目的以

外に資機材を使用してはならない。 

なお、資機材の使用は無償とするが、機械類の運転に要する燃料、油脂、現場修理及び管理等に

要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

また、受注者の責によらない事由により、規制機材等の貸与が受けられない場合は、監督員と受

注者とで協議し定めるものとする。 

品 名 規格等 数量 引渡場所 貸与期間 

標識車  ２ｔ １台 
いわき管理事務所 

必要の都度 

路肩規制作業 

期間中 
交通規制標識類 

高速道路等の交通規制

に必要な数量 
１式 

仮設防護柵 
Ｈ３００ Ｌ＝４ｍ 

Ｈ鋼置き式 
約５５ｍ 

福島県双葉郡浪江町 

棚塩上荒井前１３ 

仮設落石防護柵工 

端部摺付設置工 

設置期間中 
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１５．残存物件に関する事項  

１５－１ 発生する残存物件と引渡し方法 

本工事で道路資産の撤去により発生する材料又は道路資産を構築するために使用された後に残存

する材料（以下「残存物件」という）及びその引渡場所は下表のとおりとする。なお、残存物件を

引渡しする場合にあたっては残存物件引渡書（様式－１０）を提出するとともに、その数量の確認

を受けるものとする。 

品 名 数量 単 位 引渡場所 

点検用階段 未定 ｍ 相馬仮置場・率計上対象項目 

転落防止柵 未定 ｍ 相馬仮置場・率計上対象項目 

立入防止柵 未定 ｍ 相馬仮置場・率計上対象項目 

なお、これに要する費用は監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１５－２ 残存物件の売却処分について 

本特記仕様書１５―１「発生する残存物件と引渡し方法」で示した残存物件について受注者によ

る売却処分を追加する場合がある。監督員がこれを指示した場合、受注者はその指示に従うものと

し、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１６．保安に関する事項 

１６－１ 工事用車両の区別 

共通仕様書１－２５－２「交通安全」（２）に規定している工事用車両と一般車両の区別をする

ため、標示板を設置するものとする。なお、標示内容の詳細は別途監督員から指示する。 

また、高速道路の交通規制内へ出入りする全ての車両は、一般車両と識別できるよう黄色回転灯

を備えたものとする。 

 

１６－２ 標識等の設置 

共通仕様書１－２５－１「安全対策」に規定する安全対策を実施するにあたっては、必要とする

箇所及び期間において、工事標示板，標識等の交通安全施設を設置するものとする。また、現道を

掘削する場合や迂回路を設ける場合等は、堅固なバリケード，保安灯等により交通車両及び一般通

行人の転落を未然に防止する措置を講じなければならない。また、一般道からの工事出入口には、

電力・通信線防護のための高さ制限装置を必ず設置するものとする。なお、工事標示板、標識及び

交通安全施設等の設置にあたっては、工事開始前に設置場所及び設置内容について監督員と協議の

うえ実施するものとする。 
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１６－３ 桁下空間の確保 

受注者は、下表に示す箇所を支保工等により遮断する場合は、一般車両及び工事用車両の通行に

支障のないよう桁下空間を確保しなければならない。なお、関係機関等との協議により、設計図書

の変更が生じた場合は、受注者はこれに従うものとし、これに要する費用については監督員と受注

者とで協議し定めるものとする。 

番号 配置場所 桁下空間（ｍ） 摘 要 

１ 市道宿仙木線と本線との交差部付近 ４．５ 上部工施工時 

   

１６－４ 工事に使用する機械について 

公称質量２１ｔ以上のブルドーザを使用する場合は、ＲＯＰＳ（転倒時保護構造）を装着したブ

ルドーザを使用するものとする。 

 

１６－５ 現場内の安全整備 

受注者は、工事現場内の安全を図るため現場内安全整備員（現場代理人・主任技術者（監理技術

者）及び専門技術者と兼ねることができるものとする。）を配置しなければならない。現場内安全

整備員は、常に腕章を着用してその所在を明らかにするとともに、警笛等の安全指示器を携行して

安全確保のための合図、跡片付け及び水溜りの除去等の現場内整備を行うものとする。 

なお、日常作業休止時においても、必要に応じ現場内の点検を行うなど常に安全の確保に努めな

ければならない。 

 

１６－６ 光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

１６－６－１ 光通信ケーブル等損傷事故の防止 

受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するために埋設物

近接箇所の工事の施工にあたっては、東日本高速道路㈱、ＫＤＤＩ㈱「光通信ケーブル等損傷事故

防止マニュアル（令和３年７月）」（以下「マニュアル」という。）に基づき万全の措置を講じな

ければならない。 

 

１６－６－２ 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者 

（１）受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するため、工事

の計画、現場指導等の強化を実施する専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を定め、監督

員に通知しなければならない。 

（２）光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、「マニュアル」の内容を十分理解し、光通信ケーブ

ル等管路の損傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に安全教育の徹底を図り、

指導及び監督を行うものとする。また、試掘時及び近接工事作業時に現場に立会い、事故防止に

関する指導、監督を行わなければならない。 

（３）光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び専門技

術者と兼ねることができるものとする。 
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１６－７ 飛散防止対策 

本工事区間は高速道路と近接しており、道路が交差している箇所もあるため、材料等の飛散・落

下による交通車両及び一般通行人の事故等を未然に防止する措置を講じなければならない。 

 

１６－８ 工事に使用する移動用発電設備等について 

移動用発電設備等を使用する場合は、「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準を定める省

令」及びその他の関係法令並びに規則等に準じて運用を行わなければならない。 

 

１６－９ 交通規制内の作業員の安全対策 

高速道路本線上における交通規制内の路上作業関係者に対し、お客さま車両等の誤侵入による事

故を防止するため、交通監視員が簡易的に手元で危険を通知する警報装置等（警報付安全旗や大音

量電子ホイッスル等）の装備を講じるとともに、交通監視員から路上作業関係者への危険伝達・避

難方法などを確認するための避難訓練を実施するものとする。 

 

１６－１０ 第三者被害を想定した重大事故防止の取組み  

（１）定 義 

工事中の安全の確保については共通仕様書で規定しているところであるが、第三者への被害が

想定される事故や供用中道路の通行止めや大渋滞に至る事故等（以下「重大事故リスク」とい

う。）について、受発注者が一体となって安全向上に努める取組みをいう。 

（２）実施手順 

 １）施工計画書への反映 

受注者は、設計図書及び関係法令に基づき、重大事故リスクの抽出を行い、それらに対する

安全対策について施工計画書に記載するものとする。 

２）受発注者間の協議 

発注者は、受注者から監督員に施工計画書の提出がされたときは、受発注者合同で施工計画

書に示された重大事故リスクに関して施工計画書及び設計図書並びに現場確認を通してか安全

対策に不足が無いか確認（以下「重大事故リスクマネジメント」という。）を行うものとする。 

受注者は、協議の結果、施工計画書の修正が必要なときは修正された施工計画書を提出すると

ともに、受注者の全ての職員・作業員に対して実施すべき内容を伝達するとともに確実に実施

すること。 

３）施工条件等の変更時の取扱い 

発注者及び受注者は、施工条件等が変更となった場合は、前記１）、２）で抽出し対策を定

めた内容に変更が生じるときは改めて、前記１）及び２）の手順により受発注者合同で重大事

故リスクマネジメントを行うものとする。 
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１６－１１ 保安に関する費用  

本特記仕様書１６－１「工事用車両の区別」、２「標識等の設置」、４「工事に使用する機械に

ついて」、５「現場内の安全整備」、６「光通信ケーブル等損傷事故防止対策」（試掘に関する費

用は除く）、７「飛散防止対策」、８「工事に使用する移動用発電設備等について」、９「交通規

制内の作業員の安全対策」、１０「第三者被害を想定した重大事故防止の取組み」に要する費用は

諸経費に含むものとし、別途支払は行わないものとする。ただし、１０「第三者被害を想定した重

大事故防止の取組み」について、重大事故リスクマネジメントの結果、設計図書で示す現地条件以

外に別途現地調査や技術的な検討が必要なことが明らかとなった場合は、実施方針等も含め別途受

発注者間で協議して定めるものとする。 

 

１７．環境保全に関する事項 

１７－１ 井戸等の枯渇対策 

本線沿線には、飲料水及び水田の潅漑用水のための浅井戸や沢水を利用した簡易水道が点在して

おり、これらが工事によって枯渇するおそれがあるので、工事中、受注者はこれらの物件につい

て、状況の把握に努め、変状が認められた場合には、直ちに監督員に報告しなければならない。 

この場合において監督員が必要と認めて観測及び対策工等を指示した場合、受注者はその指示に

従うものとし、これらに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１７－２ 砂塵等の防止 

受注者は、工事用機械及び車両の走行と発破による砂塵等の被害を第三者に及ぼさないよう善良

な管理を行うものとする。 

 

１７－３ 汚濁水処理 

工事中の汚濁水は、関係法令に従って濁りの除去等の処理を行った後放流しなければならない。 

なお、受注者は、汚濁水の処理方法について記載した計画書を監督員に提出するものとする。 

受注者の責によらない予期せぬ事態の発生に伴い、計画をした汚濁水の処理方法を変更する必要

が生じ、監督員がこれを指示した場合、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定

めるものとする。 

 

１７－４ 高速道路の環境美化 

受注者は、工事の施工に伴う交通規制の実施にあたり、その規制区間内のゴミ等を除去する等、

高速道路の環境美化に努めなければならない。 

   

１７－５ 騒音等に関する配慮 

受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配慮を

講じて施工を行わなければならない。 
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１７－６ 希少猛禽類繁殖地の保全 

本工事施工箇所に近接して希少種猛禽類が確認されており、監督員が希少種猛禽類の繁殖に作業

が影響すると判断し作業中止を指示した場合、これに従わなければならない。この場合、受注者の

責に帰することのできない事由に限り、工期等の変更が必要であると監督員が認めた場合は、別途

監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１７－７ 環境保全に関する費用 

特に定める場合を除き、環境保全に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払は行わないも

のとする。 

    

１８．再生資材の使用及び建設副産物の処理方法に関する事項 

１８－１ 再生資材の使用 

（１）再生資材は、下記に示す単価表の項目の単価を構成する材料に使用するものとする。 

単価表の項目 再生資材の種類 数 量 摘要指針等 

盛土工 

盛土工Ａ２ 

再生クラッシャーラン 

（４０～０㎜） 約２，３２０ｍ3  

基礎材 

 Ｂ 

再生クラッシャーラン 

（４０～０㎜） 
約６９２ｍ3  

敷砂利工 

（ｔ＝１０㎝） 

再生クラッシャーラン

（４０～０㎜） 
約７ｍ3  

地盤改良工 

置換工 

再生クラッシャーラン 

（４０～０㎜） 約１９６ｍ3  

連節ブロック張 

 Ａ 

再生クラッシャーラン 

（４０～０㎜） 
約５２ｍ3  

裏込め砕石 

裏込め砕石 

再生クラッシャーラン 

（４０～０㎜） 
約１１９ｍ3  

加熱アスファルト表層工

（ｔ＝４㎝） 

再生密粒度アスファル

ト混合物（１３） 
約６ｔ 

舗装再生便覧 

［（社）日本道路協会］ 

加熱アスファルト表層工

（ｔ＝５㎝） 

再生密粒度アスファル

ト混合物（２０） 
約３，７４１ｔ 

舗装再生便覧 

［（社）日本道路協会］ 

加熱アスファルト基層工

（ｔ＝５㎝） 

再生粗粒度アスファル

ト混合物（２０） 
約３，５８８ｔ 

舗装再生便覧 

［（社）日本道路協会］ 

（２）受注者は前項（１）示す建設発生土以外の再生資材の施工にあたっては、その都度、再資源化

施設に品質及び供給可能量の照会（様式－１１）を行うものとする。 

照会に当り再資源化施設は、次の手順で選定するものとする。 

１）建設汚泥再生品にあっては、当該工事現場から概ね５０㎞の範囲内の再資源化施設とする。 

２）再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物にあっては、当該工事現場から概ね４０㎞の範

囲内（再生加熱アスファルト混合物は、更に運搬時間が１．５時間の範囲内）の再資源化施

設とする。 

３）上記範囲内に複数の再資源化施設がある場合は、運搬距離の近い順に品質証明ができる３施

設程度とする。 
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（３）受注者は前項（１）に示す再生クラッシャーランについて、使用用途に応じた品質が満足され

ない場合は監督員へ報告しなければならない。この場合において監督員が必要があると認めて材

料の変更等を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用について

は、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

（４）受注者は前項（２）による照会により、工事目的物に要求される品質が確保されない場合又は

再生資材の供給が当該施工箇所の全数量を確保できない場合は、監督員に報告（様式－１２）

し、その指示に従うものとする。 

 

１８－２ 建設副産物の処理方法 

（１）建設副産物の処理方法は、次のとおりとする。 

番号 建設副産物の種類 発生場所 発生要因 数 量 処理方法 

１ 建設発生土 
設計図書で 

示す範囲 

捨土掘削 

構造物掘削 
約207,000ｍ3 

相馬仮置場

に仮置き 

２ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 
設計図書で 

示す範囲 
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 約320ｍ3 

再資源化施

設へ搬入 

３ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 
設計図書で 

示す範囲 
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 約250ｍ3 

再資源化施

設へ搬入 

４ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 
設計図書で 

示す範囲 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し 約120ｍ3 

再資源化施

設へ搬入 

（２）建設副産物を本線に利用する場合は、共通仕様書に定める該当各項の規定により施工するもの

とする。 

（３）建設副産物の処理をする施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

建設副産物の種類 施設の名称 所在地 受入条件 

コンクリート塊（有筋） 金沢興業㈱ 
福島県相馬市坪田字坊山

３５７－８ 

表面線量率0.23μＳｖ／ｈ 

Ｃｏ：50×50×50㎝以内 

夜間受入不可 

コンクリート塊（無筋） 金沢興業㈱ 
福島県相馬市坪田字坊山

３５７－８ 
〃 

アスファルト塊 金沢興業㈱ 
福島県相馬市坪田字坊山

３５７－８ 
〃 

上記については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者

の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変

更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 

 

１８－３ 建設副産物の活用等に要する費用 

再生資材の使用及び建設副産物の活用等に要する費用は関連する契約単価に含むものとし、別途

支払は行わないものとする。 

なお、監督員が必要であると認めて再生資材の使用及び建設副産物の活用等の変更を指示した場

合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用については監督員と受注者とで協議し

定めるものとする。 
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１９．部分引渡し及び部分使用に関する事項 

１９－１ 部分引渡し 

契約書第３９条の規定に基づく指定部分及びその引渡し時期は、下表のとおりとする。 

指定部分 引渡し時期 

大野台希望の橋  仮桟橋 令和９年１１月 

 

１９－２ 工事の部分使用 

共通仕様書１－４９－１「適用範囲」の規定に基づき部分使用する箇所及びその使用開始時期は

下表のとおりとする。 

箇 所 使用開始時期 使用理由 

宇多川橋 下部工 

馬藩沢橋 下部工 

かやぐらばし 下部工 

大野台希望の橋 下部工 

信田橋 橋面 

黒木橋 橋面 

仮設落石防護柵 

仮設防護柵工 

上部路床 

函渠工及びそれに付随する舗装 

令和９年５月上旬 

令和１０年５月上旬 

令和１０年１１月上旬 

令和１０年２月上旬 

令和１１年４月上旬 

令和１１年１月上旬 

それぞれの施工完了時 

それぞれの施工完了時 

それぞれの施工完了時 

それぞれの施工完了時 

上部工工事施工のため 

上部工工事施工のため 

上部工工事施工のため 

上部工工事施工のため 

舗装工事施工のため 

舗装工事施工のため 

一般の用に供するため 

一般の用に供するため 

一般の用に供するため 

一般の用に供するため 

 

２０．現場環境改善に関する事項 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環

境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現

場周辺の美装化に努めるものとする。 

実施する内容については以下のとおりとし、共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に規

定する施工計画書に具体的な実施方法を記載するものとする。 

現場環境改善に関する費用は、諸経費に含むものとし、別途支払は行わない。 

計上費用 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 
昇降設備の充実 

現場環境改善 

（営繕関係） 

現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

現場休憩所の快適化 

現場環境改善 

（安全関係） 
盗難防止対策（警報機等） 

地域連携 見学所の設置及び管理運営 
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２１．道路構造物点検の実施 

２１－１ 初期点検の対象構造物 

共通仕様書１－１７－３「初期点検」に規定する初期点検の対象構造物は、「保全点検要領 構

造物編（令和６年４月）」（以下「点検要領」という。） 第１編「総則」第４章「点検の対象構

造物」に基づき、橋梁、土工構造物、カルバート、道路付属物とする。 

  

２１－２ 点検手法 

点検は、点検要領第１編「総則」第６章「点検の実施」及び第２章「各種点検」第１章「初期点

検」に基づき行うものとする。 

なお、のり面については、のり面の整形時又はのり面対策工の施工前に目視による外観検査を行

うものとする。 

 

２１－３ 点検時における応急対応 

点検時において、第三者等に対し支障となる恐れがあるコンクリートの浮き、剥離等の変状を発

見した場合は、監督員に報告した後、可能な限り除去等の補修を行うと共に、処置した内容を記録

に残すものとする。 

 

２１－４ 検査の記録 

点検要領 第４編「記録・報告・措置」第１章「点検の記録及び報告」に基づき行うものの他、

補修記録、その他監督員が指示する項目など品質の履歴として引き継ぐ必要のある特記事項を作

成・整理し、外観検査の記録として監督員に提出するものとする。 

 

２１－５ 費 用 

道路構造物点検の実施に要する費用は諸経費に含まれるものとし、別途支払いは行わないものと

する。 

ただし、点検要領に記載されている手法以外の点検が必要となった場合や本特記仕様書２１－１

「初期点検の対象構造物」の対象構造物以外の箇所について点検が必要となった場合は、監督員に

速やかに報告すること。それに伴い監督員が必要と認めて点検手法の変更や点検箇所の追加を指示

した場合、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用は監督員と受注者とで協議し定め

るものとする。 
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２３．ウィークリースタンスの取組み 

ウィークリースタンスの取組みとは、受発注者間における仕事の進め方として、一週間における

受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することによ

り、業務環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、職場の創造に努めることを目的とした取組みで

あり、本工事において積極的に取組むこととする。 

取組み内容は、下記事項を標準として、契約締結後の打合せにおいて監督員と受注者との協議の

上実施する取組み事項を定め、工事打合簿を作成し相互に確認するものとする。 

あらかじめ定めた取組み事項を実施できない事象が生じた場合の取扱いについては、その都度監

督員と受注者と協議の上定めるものとする。 

【取組み内容（標準例）】 

（１）月曜日を依頼の期限日としない 

（２）水曜日は定時の帰宅に心掛ける 

（３）土・日曜に休暇が取れるように金曜日には依頼しない 

（４）昼休みや午後５時以降からの打合せをしない 

（５）定時間際、定時後の依頼、打合せをしない 

（６）金曜日も定時の帰宅に心掛ける 
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２３．三者協議会に関する事項 

２３－１ 三者協議会の開催の予定 

本工事においては、発注者が受注者及び本工事における下記工事の設計を実施し成果を納品した

者（以下「設計者」という。）と協同して、下記工事の設計の理念及び意図に関わる理解を深め、

適切な工事目的物の完成に資するよう技術情報の確認及び交換を行うことを目的として「本工事の

品質確保を推進する設計施工協同連絡会議（以下「三者協議会」という。）」を開催することを予

定している。 

１）函渠工、仮設土留め工、橋梁上部工、橋梁下部工、擁壁工、のり面保護工、工事用道路、仮桟

橋の設計 

 

２３－２ 三者協議会協定書の締結 

発注者が、前項の工事に係る三者協議会の参加の同意を設計者から得た場合は、受注者は、本特

記仕様書別添－１に示す「常磐自動車道 相馬工事 三者協議会協定書（案）」に基づく、協定書

を締結しなければならない。 

 

２３－３ 三者協議会の開催の決定等 

発注者は、協定書の締結後、協定書の条項に基づき、必要の都度、三者協議会の開催を決定する

ものとする。 

受注者は、三者協議会の開催について発注者に協力すると共に三者協議会による十分な成果を得

るための取組みを行うものとする。 

 

２３－４ 三者協議会に開催に要する費用 

発注者は、三者協議会の開催に要する費用のうち、会議運営に要する費用及び設計者の三者協議

会への出席に要する費用を負担するものとする。 

受注者の三者協議会への参加は、共通仕様書１－５「設計図書の貸与、照査及び使用期限」及び

１－１７「技術業務」の業務範囲とし、出席に要する費用は受注者の負担とする。 
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２４．設計変更ガイドラインの活用について 

発注者及び受注者双方の留意事項や条件変更が生じた場合等に必要な手続きの流れについては

「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和６年７月 東日本高速道路㈱）」を参考

にすること。なお、設計変更ガイドラインはＮＥＸＣＯ東日本のホームページより入手が可能であ

る。 

 

２５．工事変更等検討会の設置について 

本工事は、工事の変更手続きの透明性及び公正性の向上や適正な工期確保を目的に、発注者と受

注者が一堂に会して、工事の変更等の妥当性の審議及び工事工程クリティカルパス等の共有並びに

これらに伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「工事変更等検討会」の試行対象工事で

ある。  

「工事変更等検討会」の運用にあたっては、契約締結後、監督員より別途通知するものとする。 

 

２６．保険の付保及び事故の補償 

保険の付保については、共通仕様書１－５５－１「保険の付保」によらず、下記のとおりとす

る。 

契約書第５７条に規定する火災保険、建設工事保険、その他の保険（賠償責任保険は除く）の付

保は任意とし、賠償責任保険（支払限度額１億円以上）は付保しなければならない。 
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２７．工事細部に関する事項 

２７－１ 施工計画書 

共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に規定する施工計画書の提出を要する事項に、以

下の事項を追加する。 

（１６）光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

（１７）Ⅰ期線近接施工における供用路線への安全対策 

（１８）架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故防止対策 

（１９）相馬仮置場の整備、盛土施工計画 

（２０）重貴金属土取扱いに関する施工計画 

また、共通仕様書２－３－１「施工計画書の提出」に規定する施工計画書の提出に記載する項目

については、提出を不要とする。 

   

２７－２ 単価名称末尾の記号 

単価表の項目末尾の記号は次のとおりとする。 

単価表の項目の末尾 区分内容 

（Ｙ） 夜間作業（２０時～翌５時） 

記号なし 上記以外 

 

２７－３ 道路掘削、客土掘削、捨土掘削 

２７－３－１ 施工 

共通仕様書２－６－５「施工」に以下を追加する。 

（１０）土運搬 

本工事の一部の土壌において、土壌溶出量基準値を超過していることが確認されていることか

ら必要な対策を講じて運搬するものとする。なお、対策内容については監督員と協議して定める

ものとする。 

（１１）掘削土砂の仮置き 

相馬仮置場に運搬した掘削土砂は、掘削した場所毎に監督員が指示する単位（土量）でまとめ

て仮置きするものとし、他の掘削箇所の土砂と混合しないように管理しなければならない。 

なお、監督員が仮置きした土砂の整形や運搬を指示した場合はその指示に従うものとする。 

 

 

２７－３－２ 伐開除根 

伐開除根により発生する廃棄物の処理については、別途監督員が指示する。受注者はその指示に

従うものとし、それに要する処分費は、監督員と受注者とで協議して定めるものとする。 

なお、現地確認時に共通仕様書２－５に含まれない伐採が必要な樹木等が確認された場合は、別

途監督員が指示する。受注者はその指示に従うものとし、それに要する処分費は、監督員と受注者

とで協議して定めるものとする。 
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２７－３－３ 土配計画 

本特記仕様書２７－３－４（１）、２７－３－５（１）及び２７－３－６（１）の作業内容につ

いては、積算上の条件明示であり、土運搬計画を指定するものではない。なお、受注者の提示する

土運搬計画と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、

受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 

 

２７－３－４ 道路掘削 

（１）定 義 

共通仕様書２－６－１「定義」に規定する道路掘削の単価表の項目の作業内容は、下表のとお

りとする。 

単価表の項目 作業内容 土質区分 

道路掘削 

土砂Ａ１ 

① 工事用道路の土砂の掘削、積込みを行い、本線上部

路床への運搬、敷均し、締固めを行うもの 

（工事用道路１及び８から本線盛土部の上部路床への

土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め） 

② 含水比の調整 

土砂Ｂ相当 

道路掘削 

土砂Ｂ１ 

① 相馬仮置場整備のための相馬仮置場における土砂の掘

削、積込み、運搬、敷均し、締固めを行うもの 

② 工事用道路を敷設するための工事用道路内及び工事用

道路間での土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、締固

めを行うもの 

③ 工事用道路を撤去するための工事用道路内及び工事用

道路間での土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、締固

めを行うもの 

（Ⅰ 工事用道路１、５－１、５－２、７、８、９、１

０及び付替道路における工事用道路及び付替道路内で

の土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め 

Ⅱ 工事用道路５－２から工事用道路５－１、７、

９、１０、大野台希望の橋工事用道路への土砂の掘

削、積込み、運搬、敷均し、締固め 

Ⅲ 工事用道路６及び付替道路から工事用道路７への

土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め、整形及

び仕上げ 

Ⅳ 工事用道路１、７、８の撤去における土砂の掘

削、積込み、運搬、敷均し、締固め） 

④ 含水比の調整 

③-Ⅰの工事用道

路１の撤去及び工

事用道路の８の撤

去：土砂Ｂ相当 

③－Ⅰの工事用道

路１及び８を除い

た個所：土砂Ｃ相

当 

 

（２）支 払 

共通仕様書２－６－７「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

２－（２） 道路掘削   

  土砂 Ａ１ ｍ3 

  土砂 Ｂ１ ｍ3 
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２７－３－５ 客土掘削 

（１）定 義 

共通仕様書２－６－１「定義」に規定する客土掘削の単価表の項目の作業内容は、下表のとお

りとする。 

単価表の項目 作業内容 土質区分 

客土掘削 

土砂Ａ１ 

① 相馬仮置場において土砂の掘削と積込みを行

い、工事用道路、本線上部路体及び下部路体

への土砂の運搬、敷均し、締固めを行うもの 

（Ⅰ 相馬仮置場から工事用道路９への土砂の

掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め 

Ⅱ 相馬仮置場から本線上部路体及び下部路

体への土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し、

締固め） 

② 含水比の調整 

① 

Ⅰ土砂Ｃ相当 

Ⅱ土砂Ｂ及び土砂Ｃ 

相当 

客土掘削 

土砂Ａ２ 

① 相馬仮置場において土砂の掘削と積込みを行

い、本線下部路床及び裏込め工Ｂ部へ土砂の

運搬、敷均し及び締固めを行うもの 

（Ⅰ 相馬仮置場から本線下部路床への土砂の

掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め 

Ⅱ 相馬仮置場から裏込め工Ｂ部への土砂の

掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め） 

② 含水比の調整 

① 

Ⅰ土砂Ｂ相当 

Ⅱ土砂Ｂ相当 

 

（２）数量の検測 

  客土掘削の数量の検測は、客土の設計数量（ｍ３）で行うものとする。 

 

（３）支 払 

共通仕様書２－６－７「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

２－（３） 客土掘削   

  土砂 Ａ１ ｍ3 

  土砂 Ａ２ ｍ3 
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２７－３－６ 捨土掘削 

（１）定 義 

共通仕様書２－６－１「定義」に規定する捨土掘削の単価表の項目の作業内容は、下表のとお

りとする。 

単価表の項目 作業内容 土質区分 

捨土掘削 

土砂Ａ１ 

① 本線切土部において土砂の掘削と積

込みを行い、相馬仮置場への土砂の

運搬、土壌分析試験を行うもの 

② 工事用道路を撤去する際に工事用道

路において土砂の掘削と積込みを行

い、相馬仮置場への土砂の運搬を行

うもの 

（工事用道路１、工事用道路３及び

宇多川橋工事用道路から相馬仮置場

への土砂の掘削、積込み、運搬） 

①土砂Ｂ及び土砂Ｃ相当 

②工事用道路１から相馬仮置

場：土砂Ｂ及びＣ相当 

工事用道路３及び宇多川橋

工事用道路から相馬仮置：

土砂Ｆ相当 

捨土掘削 

土砂Ｂ１ 

① 工事用道路を撤去する際に工事用道

路において土砂の掘削と積込みを行

い、馬藩沢橋仮置場への土砂の運

搬、敷均しを行うもの 

(工事用道路７から馬藩沢橋仮置場

への土砂の掘削、積込み、運搬、敷

均し) 

①工事用道路７から馬藩沢仮

置場：土砂Ｃ相当 

捨土掘削 

土砂Ｃ１ 

① 相馬仮置場Ａにおいて、土砂の掘削

と積込みを行い、相馬仮置場Ｂ、Ｃ

及びＤへの土砂の運搬、敷均しを行

うもの 

①相馬仮置場Ａから相馬仮置

場Ｂ、Ｃ及びＤ：土砂Ｃ相当 

捨土掘削 

土砂（表土）Ａ１ 

① 本線切盛土部から土砂（表土）の掘

削と積込みを行い、相馬仮置場への

土砂（表土）運搬及び敷均し、土壌

分析試験を行うもの 

 

捨土掘削 

軟岩Ａ１ 

① 本線切土部において、軟岩の掘削と

積込みを行い、相馬仮置場への軟岩

の運搬、敷均しを行うもの 

② 水質分析試験 

軟岩Ａ相当 

土砂（表土）Ａ１について、相馬仮置場に運搬・仮置き後に建設副産物の活用を追加する場合が

ある。監督員がこれを指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、それに要する費用につい

ては監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

土砂Ｃ１及び軟岩Ａ１について、路体としての品質確認するものとし、それに要する費用につい

ては諸経費に含むものとする。 

 

（２）土壌分析試験 

相馬仮置場に運搬した掘削土（土砂）の自然由来重金属等の評価のために土壌分析試験を行う

ものとする。土壌分析試験は、「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マ

ニュアル（2023 年版）」に基づき実施するものとし、試験内容は下表のとおりとする。 

 

 短期溶出試験 
直接摂取のリスクを 

把握するための試験 
酸性化可能性試験 
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試験方法 環境省告示18号 環境省告示第19号 

過酸化水素水による土及

び岩石の酸性化可能性試

験方法（JGS0271） 

分析項目 

カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、六価クロム

(Cr(VI))、砒素(As)、セレン(Se)、フッ素(F)、ほ

う素(B) 

水素イオン濃度（pH） 

対象 土砂、土砂（表土） 

試験頻度 掘削土900ｍ3毎に1回 

 

土壌分析試験に要する費用は関連する単価項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わない

ものとする。ただし、受注者の責によらず分析項目や試験頻度が大幅に変更となった場合、これ

らに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

（３）水質分析試験 

相馬仮置場における自然由来重金属等含有土の仮置きによる周辺環境への影響を把握ために水

質分析試験を行うものとする。水質分析試験は、「建設工事における自然由来重金属等含有岩

石・土壌への対応マニュアル（2023 年版）」に基づき実施するものとし、試験内容は下表のとお

りとする。 

 

 水質分析試験 摘 要 

試験方法 工業用水・工場排水試験方法（JIS K 0102）  

分析項目 

【人の健康の保護に関する項目】 

 カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、六価クロム(Cr(VI))、 

砒素(As)、セレン(Se)、フッ素(F)、ほう素(B) 

【一般・生活環境項目】 

水素イオン濃度（pH）、電気伝導率（EC）、水温 

 

対象 
相馬仮置場内の沈砂池 

相馬仮置場排水流末の上流側・下流側 

３箇所 

試験頻度 

施工前：１回 

施工中：四半期に１回 

施工後：１回 

施工期間 

42箇月 

 

水質分析試験に要する費用は関連する単価項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わない

ものとする。ただし、受注者の責によらず分析項目や試験頻度が大幅に変更となった場合、これ

らに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

また、資料採取の場所の詳細については、別途監督員から指示するものとする。 

 

（４）支 払 

共通仕様書２－６－７「支払」に以下を追加する。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

２－（４） 捨土掘削   

 土砂 Ａ１ ｍ3 
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 土砂 Ｂ１ ｍ3 

 土砂 Ｃ１ ｍ3 

 土砂（表土）Ａ１ ｍ3 

 軟岩 Ａ１ ｍ3 

 

２７－４ 盛土工 

２７－４－１ 定 義 

共通仕様書２－７－１「定義」に規定する盛土工の単価表の項目の作業内容は、下表のとおりと

する。 

単価表の項目 作業内容 土質区分 

盛土工 

盛土工Ａ１ 

本特記仕様書４－１「対象となる資材」に示す購入材（盛

土用土砂）を使用して工事用道路の盛土を行うもの 

（工事用道路１及び８の盛土） 

土砂Ｂ相当 

盛土工 

盛土工Ａ２ 

本特記仕様書４－１「対象となる資材」に示す購入材（再

生クラッシャーラン）を使用して工事用道路の盛土を行う

もの 

（工事用道路２、３及び宇多川橋工事用道路の盛土） 

土砂Ｆ相当 

 

２７－４－２ 支 払 

共通仕様書２－７－８「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

２－（５） 盛土工   

  盛土工 Ａ１ ｍ3 

  盛土工 Ａ２ ｍ3 
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２７－５ 構造物掘削及び構造物裏込め工 

２７－５－１ 構造物掘削 

（１）種 別 

共通仕様書２－８－１（１）「定義」に規定する構造物掘削の単価表の項目の作業内容は、下

表のとおりとする。 

単価表の項目 作業内容 土質区分 

構造物掘削 

普通部 

設計図書及び監督員の指示に従って行う宇多川橋Ｐ１～Ｐ２、馬藩

沢橋Ｐ１～Ｐ３、信田橋Ａ１のＬ型擁壁及びＡ２のＬ型擁壁、黒木

橋Ａ１のＬ型擁壁及びＡ２のＬ型擁壁、かやぐらばしＰ１、大野台

希望の橋Ｐ３～Ｐ４における構造物掘削 

① 構造物基礎地盤の土砂、軟岩の掘削 

② 掘削土による埋戻し 

③ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

④ 掘削中の水替 

⑤ 含水比の調整 

⑥ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

土砂Ⅱ相当 

軟岩Ａ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う宇多川橋Ａ１橋台における

構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の

掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ２ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う宇多川橋Ａ２橋台における

構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂及

び軟岩の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

軟岩Ａ相当 
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構造物掘削 

特殊部Ａ３ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う馬藩沢橋Ａ１橋台における

構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂、

軟岩の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

軟岩Ａ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ４ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う馬藩沢橋Ａ２橋台における

構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（低空頭用）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂、

軟岩の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

軟岩Ａ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ５ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う信田橋Ａ１橋台における構

造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の

掘削 

③ 橋台前面の油圧式バイブロハンマ工法（ウォータージェット

併用）によるＨ形鋼の打込み・引抜き 

④ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

⑤ 掘削土による埋戻し 

⑥ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑦ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑧ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑨ 掘削中の水替 

⑩ 含水比の調整 

⑪ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 
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構造物掘削 

特殊部Ａ６ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う信田橋Ａ２橋台における構

造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の

掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及び

ナット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、ク

ラウド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処

理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ７ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う黒木橋Ａ１橋における構造

物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の掘

削  

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ８ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う黒木橋Ａ２橋台における構

造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板及び鋼矢板

（アンカー式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の掘

削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ９ 

設計図書及び監督員の指示に従って行うかやぐらばしＡ１橋台にお

ける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

土砂Ⅰ相当 

土砂Ⅱ相当 

軟岩Ａ相当 
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② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂、軟

岩の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理、ア

ンカーの除去 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

構造物掘削 

特殊部Ａ１０ 

設計図書及び監督員の指示に従って行うかやぐらばしＡ２橋台及び

橋台擁壁部における構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板及び鋼矢板

（アンカー式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の掘

削  

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 橋台前面の鋼矢板の打込み・引抜き 

⑨ 掘削中の水替 

⑩ 含水比の調整 

⑪ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１１ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望の橋Ａ１橋台に

おける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の掘

削  

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１２ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望の橋Ｐ１橋脚に

おける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂、軟

岩の掘削 

③ 油圧式バイブロハンマ工法（ウォータージェット併用）による

Ｈ形鋼の打込み・引抜き 

④ 掘削土による埋戻し 

土砂Ⅰ相当 

土砂Ⅱ相当 

軟岩Ａ相当 

軟岩Ｃ相当 
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⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

構造物掘削 

特殊部Ａ１３ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望の橋Ｐ２橋脚に

おける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板による土留めを用いた土砂、軟岩の掘削 

③ ダウンザホールハンマによるＨ形鋼の打込み・引抜き 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

土砂Ⅱ相当 

軟岩Ａ相当 

軟岩Ｃ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１４ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望の橋Ｐ５橋脚に

おける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板による土留めを用いた土砂、軟岩の掘削 

③ 油圧式バイブロハンマ工法（ウォータージェット併用）による

Ｈ形鋼の打込み・引抜き 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

軟岩Ａ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１５ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望の橋Ｐ６橋脚に

おける構造物掘削 

① 電動式バイブロハンマ（ウォータージェット併用）による親

杭の打込み 

② 親杭、横矢板による土留めを用いた土砂、軟岩の掘削 

③ 掘削土による埋戻し 

④ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

⑤ Ｈ形鋼の残置、Ｈ形鋼の切断、スクラップ処理 

⑥ 腹起しの設置・撤去 

⑦ 掘削中の水替 

⑧ 含水比の調整 

⑨ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

土砂Ⅰ相当 

軟岩Ａ相当 

構造物掘削 

特殊部Ａ１６ 

設計図書及び監督員の指示に従って行う大野台希望のＡ２橋台にお

ける構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板（アンカー

式）の打込み 

② 鋼矢板及びアンカー式土留め工による土留めを用いた土砂の掘

削  

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、相馬仮置場への運搬 

土砂Ⅰ相当 
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⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 横矢板及びの腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 相馬仮置場における掘削土（土砂）の土壌分析試験 

構造物掘削 

特殊部Ｂ１ 

設計図書及び監督員の指示に従って行うボックスカルバート南相馬

４７における構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板による土留めを用いた土砂の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による中詰及び埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、本線盛土部の下部路床への運搬、敷均し、締

固め 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 敷鉄板の設置・撤去 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ｂ２ 

設計図書及び監督員の指示に従って行うボックスカルバート南相馬

４８における構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板による土留めを用いた土砂の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による中詰及び埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、本線盛土部の下部路床への運搬、敷均し、締

固め 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 腹起しの設置・撤去 

⑧ 掘削中の水替 

⑨ 含水比の調整 

⑩ 敷鉄板の設置・撤去 

土砂Ⅰ相当 

構造物掘削 

特殊部Ｂ３ 

設計図書及び監督員の指示に従って行うボックスカルバート相馬５

における構造物掘削 

① 硬質地盤専用圧入機（無振動対策）による鋼矢板の打込み 

② 鋼矢板による土留めを用いた土砂の掘削 

③ アンカーの孔内挿入、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナ

ット等での定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）、クラウ

ド注入、鋼製台座の製作・運搬・撤去及びスクラップ処理 

④ 掘削土による中詰及び埋戻し 

⑤ 掘削土の積込み、本線盛土部の下部路床への運搬、敷均し、締

固め 

⑥ 鋼矢板の残置、鋼矢板の切断、スクラップ処理 

⑦ 掘削中の水替 

⑧ 含水比の調整 

⑨ 敷鉄板の設置・撤去 

土砂Ⅰ相当 
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（２）材 料 

構造物掘削特殊部の単価表の項目に示す材料の種別は、下記のとおりとする。 

なお、受注者の都合で設置期間が変更になった場合については、設計変更の対象としない。 

単価表の項目 材料規格等 材料区分 調達地域 設置期間 備考 

特殊部Ａ１ 
鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ４箇月 撤去 

特殊部Ａ２ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ４箇月 撤去 

特殊部Ａ３ 
鋼矢板Ⅲ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ３箇月 撤去 

特殊部Ａ４ 

鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

特殊部Ａ５ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 １２箇月 撤去 

特殊部Ａ６ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 １２箇月 撤去 

特殊部Ａ７ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 １１箇月 撤去 

特殊部Ａ８ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 １１箇月 撤去 

特殊部Ａ９ 

鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ５箇月 撤去 

Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ リース品 福島県 ５箇月 撤去 

特殊部Ａ１０ 
鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

特殊部Ａ１１ 

鋼矢板ＶＬ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ５箇月 撤去 

Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ リース品 福島県 ５箇月 撤去 

特殊部Ａ１２ 

鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ７箇月 撤去 

Ｈ－４００×４００×１３×２１ リース品 福島県 ７箇月 撤去 

特殊部Ａ１３ 

鋼矢板Ⅲ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

Ｈ－４００×４００×１３×２１ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

特殊部Ａ１４ 

鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

Ｈ－４００×４００×１３×２１ リース品 福島県 ８箇月 撤去 

特殊部Ａ１５ Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 中古品 福島県 ― 残置 

特殊部Ａ１６ 
鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３００×３００×１０×１５ リース品 福島県 １０箇月 撤去 

特殊部Ｂ１ 
鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ リース品 福島県 ４箇月 撤去 

特殊部Ｂ２ 
鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

Ｈ－３５０×３５０×１２×１９ リース品 福島県 ３箇月 撤去 

特殊部Ｂ３ 鋼矢板Ⅳ型 中古品 福島県 ― 残置 

（３）構造物掘削において、地質状況や湧水等により掘削のり面に崩壊の危険性が生じ、掘削が困難

になった場合は、監督員に報告し、その指示に従うものとし、これに要する費用は、監督員と受

注者とで協議して定めるものとする。 
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（４）構造物掘削において、１～２台程度の通常のポンプ排水で処理することができない著しい湧水

等により特別な排水施設の必要があると認められ監督員が工法等の変更を指示した場合、受注者

はその指示に従うものとし、それに要する費用は、監督員と受注者とで協議して定めるものとす

る。 

（５）構造物掘削において、掘削中に予期しない転石等に遭遇した場合は、その処置方法について、

監督員と協議するものとする。なお、監督員が工法の変更等を指示した場合は、それに従うもの

とし、それに要する費用は、監督員と受注者とで協議して定めるものとする。 

（６）鋼矢板打込みの際に、現地条件より打込み不可及び高止まりになった時は、監督員の立会い確

認後打込み機械規格及び打込み工法等の変更を協議により変更するものとする。それに要する費

用は、監督員と受注者とで協議して定めるものとする。 

（７）掘削した掘削土を相馬仮置場まで運搬するまでの一時的な保管方法については、雨水等に曝さ

れない状態で保管するものとし、それに要する費用は必要に応じて監督員と受注者とで協議して

定めるものとする。 

（８）相馬仮置場に運搬した掘削土（土砂）については、本特記仕様書２７－３－６（２）に基づき

土壌分析試験を行うものとする。 

（９）河川内で実施した掘削により生じた軟岩は河川区域外の埋戻し材として活用する。また、発生

した軟岩は可能な限り同じ構造物において埋戻し材として活用するものとする。 

（１０）支払 

共通仕様書２－８－１１「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

２－（６） 構造物掘削   

  特殊部 Ａ１ ｍ3 

  特殊部 Ａ２ ｍ3 

 特殊部 Ａ３ ｍ3 

 特殊部 Ａ４ ｍ3 

 特殊部 Ａ５ ｍ3 

 特殊部 Ａ６ ｍ3 

 特殊部 Ａ７ ｍ3 

 特殊部 Ａ８ ｍ3 

 特殊部 Ａ９ ｍ3 

 特殊部 Ａ１０ ｍ3 

 特殊部 Ａ１１ ｍ3 

 特殊部 Ａ１２ ｍ3 

 特殊部 Ａ１３ ｍ3 

 特殊部 Ａ１４ ｍ3 

 特殊部 Ａ１５ ｍ3 

 特殊部 Ａ１６ ｍ3 

 特殊部 Ｂ１ ｍ3 

 特殊部 Ｂ２ ｍ3 

 特殊部 Ｂ３ ｍ3 
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２７－５－２ 構造物裏込め工 

（１）種 別 

共通仕様書２－８－１（２）「定義」に規定する構造物掘削の単価表の項目の作業内容は、下

表のとおりとする。 

単価表の項目 作業内容 

構造物裏込め工 

裏込め工Ａ 

本特記仕様書４－１「対象となる資材」に示す購入材を使用して橋梁下部

工の裏込め工Ａを施工するもの 

１） 裏込め材の敷均し、締固め 

２） 含水比の調整 

 

２７－６ のり面工 

２７－６－１ 種散布工 

（１）材 料 

共通仕様書４－７－２「材料」（１）に規定する種散布工の種子の種類及び使用量は、下表の

とおりとする。なお、配合の変更を指示した場合であっても軽微な場合は、契約単価の変更は行

わないものとする。 

品 種 使用量（１㎡当り） 摘 要 

トールフェスク（わい性種） ６．６ｇ  

ケンタッキーブルーグラス（わい性種） ２．０ｇ  

コロニアル・ベントグラス ０．５ｇ  

 

２７－６－２ 種吹付工 

（１）材 料 

共通仕様書４－８－３「種子、水」（１）に規定する種吹付工の種子の種類及び使用量は、下

表のとおりとする。なお、配合の変更を指示した場合であっても軽微な場合は、契約単価の変更

は行わないものとする。 

品 種 使用量（１㎡当り） 摘 要 

トールフェスク（わい性種） ６．６ｇ  

ケンタッキーブルーグラス（わい性種） ２．０ｇ  

コロニアル・ベントグラス ０．５ｇ  
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２７－６－３ 植生基材吹付工 

（１）種 別 

共通仕様書４－９－２「種別」に以下を追加する。 

単価表の項目 区分内容 

植生基材吹付工 

人工基材（ｔ＝５㎝）Ａ 

酸性土壌の対処を目的として下地にソイルセメント（80㎏／ｍ3）

を２㎝吹付し、合わせて植生基材吹付工（ｔ＝５㎝）を行うもの 

（２）配 合 

共通仕様書４－９－３「配合」に規定する種子の種類及び使用量は、下表のとおりとする。 

単価表の項目 品 種 使用量（１㎡当り） 摘 要 

植生基材吹付工 

人工基材（ｔ＝５㎝）Ａ 

トールフェスク 

ケンタッキーブルーグラス 

コロニアル・ベントグラス 

１６．５ｇ 

１．８ｇ 

０．３ｇ 

（わい性種） 

（わい性種） 

（３）支 払 

共通仕様書４－９－７「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

４－（５） 植生基材吹付工   

  人工基材（ｔ＝５ｃｍ）Ａ ㎡ 

 

 

２７－７ 基礎工 

共通仕様書４－２０－１「定義」に規定する基礎工の単価表の項目の作業内容は、下表のとおり

とする。 

単価表の項目 区分内容 基礎材の有無 

基礎工 

コンクリート基礎工Ａ（Ｆ） 
コンクリートブロック積 控３５㎝の基礎 有 
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２７－８ 用排水構造物工 

２７－８－１ 用排水溝及び用排水管 

（１）種 別 

共通仕様書５－４「用排水構造物工」の５－４－２「施工」に規定する用排水溝、用排水管及

び用排水管ののみ口、吐口の種別に下記を追加する。 

（５）用排水溝、用排水管及び用排水管ののみ口、吐口の種別 

単価表の項目 内 容 設計図書に示す記号 

ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ 
プレキャストコンクリート落し

ふた式Ｕ型側溝 
Ｄｓ－ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ 

ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ（Ｆ） 
プレキャストコンクリート落し

ふた式Ｕ型側溝（基礎有り） 

Ｄｓ－ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ

（Ｆ） 

Ｖｓ・ａ・ｂ（Ｆ） 
プレキャストコンクリート落し

ふた式Ｖｓ型側溝（基礎有り） 
Ｄｓ－Ｖｓ・ａ・ｂ（Ｆ） 

ＰＣＶ・（４）・ａ 
プレキャストコンクリートＵ型

側溝蓋（3種） 
ＰＣＶ・（４）・ａ 

Ｄｖ－Ｐｕ・ａ・ｂ （Ａ） 
プレキャストコンクリートＵ型

タテ溝 
Ｄｖ－Ｐｕ・ａ・ｂ（Ａ） 

Ｐ（Ｐｏ－Ａ）・１・φＤ 
高耐圧ポリエチレン管 

（外圧管１種） 
Ｐ（Ｐｏ－Ａ）・１・φＤ 

Ｐ（Ｖｐ）・φＤ 硬質塩化ビニール管 Ｐ（Ｖｐ）・φＤ 

Ｐ－ＣＳＢ―Ｉ―φＤ 遠心ボックスカルバートＩ型 Ｐ－ＣＳＢ－Ⅰ－φＤ 

Ｆ－φＤ（１．８）（Ａ） 

Dv－Ｂｆ－０．２５０・０．１

７５に接続される用排水管のの

み口及び吐口 

Ｆ－φＤ（１．８）（Ａ） 
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２７－８－２ 集水ます 

（１）種 別 

共通仕様書５－４－２（４）「集水ますの種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 設計図書に示す記号 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ量 備 考 

Ｔｙｐｅ Ｌ 
Ｄｃ－Ｓ－０．８０・０．８０・２．１０ 

Ｄｃ－Ｓ－１．１０・１．１０・２．１０ 
１．９９ｍ3  

Ｔｙｐｅ Ｍ 

Ｄｃ－Ｓ－０．８０・０．８０・３．００ 

Ｄｃ－Ｓ－１．１０・１．１０・２．３０ 

Ｄｃ－Ｓ－１．１０・１．１０・３．００ 

２．７０ｍ3  

Ｔｙｐｅ Ｎ 
Ｄｃ＾（ＳＰ）－１．００－３．１０－２．００

（Ｆ） 
５．５３ｍ3 

鋼製蓋（縞鋼

板）を含む 

なお、コンクリートの合計数量がＴｙｐｅＡの２割減からＴｙｐｅＭの２割増の範囲内にある

場合は、単価表の項目が最も近い種別とし、契約単価の変更は行わない。また、範囲外の集水ま

すは新しく別のＴｙｐｅに分類し、これに要する費用については、監督員と受注者とで協議し定

めるものとする。 

 

２７－８－３ 油水分離ます 

（１）種 別 

共通仕様書５－４「用排水構造物工」の５－４－２「施工」に規定する油水分離ますの種別に

下記を追加する。 

（６）油水分離ますの種別 

 

  

単価表の項目 区分内容 

Ｔｙｐｅ Ａ 
油水分離ます（組立マンホール型 φ１２００ Ｈ－３，３００）の施工

をいう 

Ｔｙｐｅ Ｂ１ 
油水分離ます（組立マンホール型 φ１８００ Ｈ－３，０００）の施工

をいう 

Ｔｙｐｅ Ｂ２ 
油水分離ます（組立マンホール型 φ１８００ Ｈ－２，４００）の施工

をいう 

Ｔｙｐｅ Ｃ１ 
油水分離ます（組立マンホール型 φ１８００／□２，５００ Ｈ－４，

２００）の施工をいう 

Ｔｙｐｅ Ｄ１ 油水分離ます（のり面用）の施工をいう 

Ｔｙｐｅ Ｄ２ 
油水分離ます（平地用）の施工をいう 

設置個所 ＳＴＡ．５００＋５．３０ 
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２７－８－４ 支 払 

共通仕様書５－４－５「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

５－（１） 用排水溝   

  ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ ｍ 

 ＰｕＬ（３）・ａ・ｂ（Ｆ） ｍ 

 Ｖｓ・ａ・ｂ（Ｆ） ｍ 

 ＰＣＶ・（４）・ａ ｍ 

 Ｄｖ－Ｐｕ・ａ・ｂ（Ａ） ｍ 

５－（２） 用排水管   

  Ｐ（Ｐｏ－Ａ）・１・φＤ ｍ 

 Ｐ（Ｖｐ）・φＤ ｍ 

 Ｐ－ＣＳＢ―Ｉ―φＤ ｍ 

５－（３） 集水ます   

  Ｔｙｐｅ Ｌ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｍ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｎ 箇所 

５－（６） 用排水管ののみ口、吐口  

 Ｆ－φＤ（１．８）（Ａ） 箇所 

５－（９） 油水分離ます   

 Ｔｙｐｅ Ａ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｂ１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｂ２ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｃ１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｄ１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｄ２ 箇所 
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２７－９ 鉄筋コンクリートカルバートの継目工 

２７－９－１ 材 料 

共通仕様書６－３－２「材料」に下表を追加する。 

継目工Ⅳ型の材料は、下表の規格に適合するものとする。 

単価表の項目 材料名称 規格・寸法 

継目工 Ⅳ型 

ジョイントバー Ｄ２９、Ｌ＝１０００㎜ 

ビニールパイプ φ４０、Ｌ＝５００㎜ 

通し鉄筋 Ｄ１３ 

ゴム防水シート ｔ＝２㎜、Ｗ＝５００㎜ 

目地材 ｔ＝２０㎜ 

止水シート（水路部） ｔ＝１．８㎜、Ｗ＝３００㎜ ※１ 

※１ 止水シート（水路部）はシリコーン製で、自己粘着性のあるものを使用する。ただし、受注者

は、材料を変更できるものとする。その場合、受注者は変更した材料が設計図書と同等以上のも

のであることを、監督員の確認を得なければならない。この場合でも契約単価の変更は行わない

ものとする。 

 

２７－９－２ 施 工 

共通仕様書６－３－３「施工」に下記を追加する。 

  既設カルバートボックスにジョイントバーを設置するため、設計図書に従い既設コンクリートに

削孔作業を行った後に接着剤を充てんする。 

 

２７－９－３ 継目工の種別 

共通仕様書６－３－４「継目工の種別」に以下を追加する。 

（５）継目工Ⅳ型とは、頂版・側壁・底版に設置するジョイントバー、水路部止水シート及び目地

材を使用した既設の鉄筋コンクリートカルバートとの接続部に使用する継目をいう。 

 

２７－９－４ 支 払 

共通仕様書６－３－６「支払」に以下を追加する。 

継目工Ⅳ型の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う継目工の目地材の設置、

防水シートの設置、止水シートの設置、削孔、接着剤の充てん等の材料・労力・機械器具等本工事

を完成するに必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

６－（１） 継目工   

  Ⅳ型 ｍ 
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２７－１０ 基礎杭 

２７－１０－１ 材料 

共通仕様書７－２－３ 材料に下記を追加する。 

（５）坑口コンクリートに使用する材料は、共通仕様書第８章の規定に適合する材料でなければなら

ない。 

 

２７－１０－２ 施工 

共通仕様書７－２－４（１）「場所打ちコンクリート杭（機械掘削）」６）に規定する掘削に伴

い発生した残土及び共通仕様書７－２－４（２）「場所打ちコンクリート杭（人力掘削）８」 

）の処理方法は、他の発生土と合わせて相馬仮置場に運搬するものとする。 

また、掘削方法について監督員が工法を指示した場合はそれに従うものとし、それに要する費用

は、監督員と受注者とで協議して定めるものとする。 

 

２７－１０－３ 支 払 

共通仕様書７－２－６「支払」（３）を下記の通り変更する。 

埋設ライナープレートの支払は、前項の規定に従って検測された埋設ライナープレートの数量

に対し、１ｍ当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指

示に従って行う埋設ライナープレートの設置、グラウトパイプの配管、坑口コンクリートの打設

に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを

除くすべての費用を含むものとする。 
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２７－１１ コンクリート 

２７－１１－１ コンクリートの種別 

共通仕様書８－２－３「コンクリートの種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 使用区分 使用構造物 

Ｂ２－１（１） 鉄筋量の比較的少ない構造物の鉄筋

コンクリートに使用するもの 

橋台・橋脚及び擁壁等のフーチング部

分、場所打ちぐい（人力掘削）、その他

類似の構造物 

Ｙ１－１（１） 場所打ちぐい(人力掘削を除く) 

に使用するもの 

場所打ちぐい(人力掘削を除く) 

 

Ｂ２－１（１）及びＹ１－１（１）の品質基準は、「コンクリート施工管理要領」３－２の規定

によらず、下表のとおりとする。 

種 別 

材齢２８日

における 

圧縮強度 

（Ｎ／㎜2） 

スランプ 

（㎝） 

沈下度 

（秒） 

空気量 

（％） 

粗骨材の 

最大寸法 

（㎜） 

セメント 

の種類 

最小単位 

セメント量 

（㎏／ｍ3） 

最大塩化物量 

（Ｃｌ‐） 

（㎏／ｍ3） 

Ｂ２－１（１） ３０ ８±2.5 － ４．５±1.5 ４０ N、BB － ０．３０ 

Ｙ１－１（１） ４０※１ １８±2.5 － ４．５±1.5 
２０、２

５ 
N、BB 350 ０．３０ 

 ※１ Ｙ１－１（１）の材齢28日における圧縮強度は、水中割増しを乗じた値であるため、設計基

準強度としては、割り戻した値Ｙ１－１（１）（30N/mm2）である 

 

２７－１１－２ 支 払 

共通仕様書８－２－１７「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

８－（１） コンクリート   

  Ｂ２－１（１） ｍ3 
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２７－１２ 鉄筋工 

２７－１２－１ 鉄筋の種別 

共通仕様書８－４－２「鉄筋工の種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 使用箇所 鉄筋の種別 継手の種類 

Ａ（Ｅ） 鉄筋コンクリート構造物 
ＳＤ３４５ 

（エポキシ樹脂塗装） 
重ね継手 

Ｂ（Ｅ） 鉄筋コンクリート構造物 
ＳＤ３４５ 

（エポキシ樹脂塗装） 
機械継手 

Ｃ（Ｅ） 

鉄筋コンクリート構造物のう

ち、橋梁下部構造、擁壁の部分

のせん断補強鉄筋、横拘束鉄筋

とする 

ＳＤ３４５ 

（エポキシ樹脂塗装） 
機械式鉄筋定着 

Ｐ（Ｅ） ＰＣ橋 
ＳＤ３４５ 

（エポキシ樹脂塗装） 
重ね継手 

 

２７－１２－２ 支 払 

共通仕様書８－４－７「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

８－（３） 鉄筋  

  Ａ（Ｅ） ｔ 

 Ｂ（Ｅ） ｔ 

 Ｃ（Ｅ） ｔ 

 Ｐ（Ｅ） ｔ 
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２７－１３ 敷砂利工及び簡易舗装工 

２７－１３－１ 材 料 

共通仕様書１８－５－２「材料」（４）「（再生）加熱アスファルト表層工・基層工・安定処理

路盤工」に示す材料は下表のとおりとする。 

単価表の項目 混合物の種類 骨材の最大粒径 

加熱アスファルト表層工（ｔ＝４㎝） 再生密粒度アスファルト混合物 １３㎜ 

加熱アスファルト表層工（ｔ＝５㎝） 再生密粒度アスファルト混合物 ２０㎜ 

加熱アスファルト基層工（ｔ＝５㎝） 再生粗粒度アスファルト混合物 ２０㎜ 

 

２７－１３－２ 施 工 

共通仕様書１８－５－３「施工」（３）「（再生）加熱アスファルト表層工・基層工・安定処理

路盤工」に下表を追加する。 

単価表の項目 施工場所 瀝青材の区分 

加熱アスファルト表層工（ｔ＝４㎝） 相馬-４８函渠 プライムコート 

加熱アスファルト表層工（ｔ＝５㎝） 

工事用道路１ 

工事用道路６ 

工事用道路８ 

プライムコート 

加熱アスファルト表層工（ｔ＝５㎝） 相馬仮置場 タックコート 

加熱アスファルト基層工（ｔ＝５㎝） 相馬仮置場 プライムコート 

 

２７－１３－３ 支 払 

共通仕様書１８－５－５「支払」に以下を追加する。 

 

  単価表の項目 検測の単位 

１８－（２） 敷砂利工（ｔ＝１０㎝） ㎡ 

１８－（３） 簡易舗装工  

 切込砕石路盤工（ｔ＝１５㎝） ㎡ 

 切込砕石路盤工（ｔ＝１９㎝） ㎡ 

 切込砕石路盤工（ｔ＝２０㎝） ㎡ 

 粒度調整路盤工（ｔ＝１０㎝） ㎡ 

 粒度調整路盤工（ｔ＝１５㎝） ㎡ 

 加熱アスファルト表層工（ｔ＝４㎝） ㎡ 

 加熱アスファルト表層工（ｔ＝５㎝） ㎡ 

 加熱アスファルト基層工（ｔ＝５㎝） ㎡ 
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２７－１４ 構造物等取壊し工 

２７－１４－１ 種 別 

共通仕様書１８－１２－２「種別」について下表のとおりとする。 

単価表の項目 区 分 備 考 

コンクリート構造物取壊し

（ＴｙｐｅＡ） 

コンクリートブロック積み・用

排水構造物等の既設コンクリー

ト構造物（無筋）の取り壊しを

行うもの 

 

コンクリート構造物取壊し

（ＴｙｐｅＢ） 

用排水構造物等の既設コンクリ

ート構造物（有筋）の取り壊し

を行うもの 

 

アスファルト舗装版取壊し

（ＴｙｐｅＡ） 

既存アスファルト舗装版の取り

壊しを行うもの 

舗装版の厚さはｔ≦１０㎝を対

象とする 

帯補強土壁撤去工 

帯補強土壁にかかわる既設アン

カーを含む既設コンクリート構

造物の取り壊しを行うもの 

大型土のうの製作、設置及び撤

去を含むものとする 

 

２７－１４－２ 施 工 

構造物等取壊し工の施工は、以下のとおりとする。 

取壊し作業及びコンクリートはつりを行うに当たり、本体構造物の一部を撤去する場合には、本

体構造物に損傷を与えないように施工するものとする。また、舗装版及び補強土壁の取壊しに当た

っては他への影響を与えないように施工するものとする。 

廃材処理に当たっては、共通仕様書１－２８の規定及び本特記仕様書１８－２に基づき、適切に

行うものとする。 

 

２７－１４－３ 耐候性大型土のう 

帯補強土壁撤去工において用いる大型土のうは現場発生土を用いて製作及び設置・撤去を行うもの

とする。使用した現場発生土は施工後に同構造物の埋戻し材として使用するものとする。 

なお、大型土のうを作成する際に用いた土のう袋の処分費については、別途監督員と受注者で協議

し定めるものとする。 

 

２７－１４－４ 数量の検測 

構造物等取壊し工の数量の検測は、以下のとおりとする。  

コンクリート構造物取壊し、アスファルト舗装版取壊し及び帯補強土壁撤去工の数量の検測は、

設計数量（ｍ3又は㎡）で行うものとする。 
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２７－１４－５ 支 払 

構造物等取壊し工の支払は、以下のとおりとする。 

（１）構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し及びアスファルト舗装版取壊しの支払は、

前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１ｍ3又は１㎡当たりの契約単価で行うものと

する。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うコンクリート構造物、アスファ

ルト舗装版、舗装版の切断、掘削、積込、運搬及び廃材処理に要する材料・労力・機械器具等本工

事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（２）構造物等取壊し工 帯補強土壁撤去工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対

し、１㎡当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従

って行うかさコンクリート・補強材・壁面材・基礎コンクリートの撤去、撤去構造物の積込・運

搬・廃材処理、帯補強土壁撤去に伴う掘削（橋梁下部工の構造物掘削と重複する範囲を除く）・掘

削土の埋め戻し及び大型土のうの製作・設置・撤去に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成

するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

１８－（１７） 構造物等取壊し工  

 コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） ｍ3 

 コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） ｍ3 

 アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ） ㎡ 

 帯補強土壁撤去工 ㎡ 
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２７－１５ 地盤改良工 

２７－１５－１ 定 義 

地盤改良工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、構造物施工のために基底部において、既

存の土砂を置換え等により改良することをいう。 

 

２７－１５－２ 種 別 

地盤改良工の種別は次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 摘 要 

置換工 

ボックスカルバートの基底部において、既存の土砂

を再生クラッシャーラン（４０～０㎜）へ置換える

もの 

土砂Ⅰ・陸上掘削及び

水中掘削 

 

２７－１５－３ 材 料 

  置換工に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。 

 

２７－１５－４ 施 工 

置換工の施工は、共通仕様書２－８－９「構造物埋戻し及び構造物裏込め工の施工」によるもの

とする。 

なお、掘削した土砂は上部路体または下部路体の盛土材として使用するものとする。 

 

２７－１５－５ 数量の検測 

地盤改良工の数量の検測は、設計数量（ｍ3）で行うものとする。 

 

２７－１５－６ 支 払 

地盤改良工の支払は、前項の規定に基づき検測された地盤改良工の数量に対し、１ｍ3当りの契約

単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う再生クラッシ

ャーランへの置換え、締固めの施工、既存土砂の積込、運搬に要する材料・労力・機械器具等本工

事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１） 地盤改良工   

 置換工 ｍ3 
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２７－１６ 集水ます改修工 

２７－１６－１ 定 義 

集水ます改修工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、配水管等の用排水工構造物に接続す

るために既存集水ますの側壁を取壊し、開口することをいう。 

 

２７－１６－２ 種 別 

集水ます改修工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ｔｙｐｅ Ｄ－１ 
Ｄｖ－Ｂｆ・０．２５０・０．１７５を接続 

側壁厚 ２００㎜ 

Ｔｙｐｅ Ｄ－２ 
Ｄｖ－Ｂｆ・０．２５０・０．１７５を接続 

側壁厚 １５０㎜ 

Ｔｙｐｅ Ｅ 
Ｐ－ＣＳＢ・Ⅰ・φ０．４５を接続 

側壁厚 ２００㎜ 

 

２７－１６－３ 施 工 

集水ます改修工の施工は、取壊し作業を行うに当たり、本体構造物に損傷を与えないように施工

するものとする。廃材処理に当たっては、共通仕様書１－２８の規定に基づき、適切に行うものと

する。 

 

２７－１６－４ 数量の検測 

集水ます改修工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 

 

２７－１６－５ 支 払 

集水ます改修工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１箇所当たりの

契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う取壊しを

行うための掘削、既存集水ますの取壊し、運搬、廃材処理に要する材料・労力・機械器具等本工事

を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（２） 集水ます改修工   

 Ｔｙｐｅ Ｄ－１ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｄ－２ 箇所 

 Ｔｙｐｅ Ｅ 箇所 
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２７－１７ 防草シート工 

２７－１７－１ 定 義 

防草シート工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、盛土のり尻部及び擁壁上部の雑草の繁

茂を防止する目的で防草シートを敷設することをいう。 

 

２７－１７－２ 材 料 

防草シート工の施工は使用する材料は、下記の機能を満足し、設計図に示すとおりとする。 

項 目 規格・寸法 

防草シート（ｔ＝４㎜） 

不織布系緑色シート（厚さ４㎜） 

引張強度：６００×９００Ｎ／５㎝ 

遮光率：９９％ 

コの字アンカー φ4㎜×30mm×200㎜ 

ワッシャー φ80㎜×T12mm 

 

２７－１７－３ 施 工 

防草シート工の施工は、シートを地表面と密着するように敷設し、シート端部が風等によりめく

れ、浮き上がりがないようにアンカーにより固定するものとする。  

 

２７－１７－４ 数量の検測 

防草シート工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

２７－１７－５ 支 払 

防草シート工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価で行

うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、防草シートの敷設、

固定等防草シート工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費用

で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（３） 防草シート工   

 防草シート （ｔ＝４㎜） ㎡ 
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２７－１８ 裏面排水工 

２７－１８－１ 定 義 

裏面排水工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、橋梁巻込み部の擁壁の裏面排水として設

置するものをいう。 

 

２７－１８－２ 種 別 

裏面排水工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

透水マットＡ 擁壁にt=30㎜、b=400mmの透水マットを設置するもの 

 

２７－１８－３ 材 料 

裏面排水工に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。  

 

２７－１８－４ 施 工 

裏面排水工の施工は、シートと擁壁壁面が密着するよう付着させ、破損・剥落しないよう注意し

て施工しなければならない。 

 

２７－１８－５ 数量の検測 

裏面排水工の数量の検測は、設計数量（ｍ）で行うものとする。 

 

２７－１８－６ 支 払 

裏面排水工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う裏面排水工の設置に要す

る材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべ

ての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（４） 裏面排水工   

  透水マットＡ ｍ 
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２７－１９ 段差抑制工 

２７－１９－１ 定 義 

段差抑制工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、アンカーピンを用いて土工部にジオテキ

スタイルを敷設することをいう。 

 

２７－１９－２ 材 料 

段差抑制工に用いる材料は、設計図に示すとおりとする。 

 

２７－１９－３ 施 工 

段差抑制工の施工は、「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル」第二回改訂

版（平成２５年１２月）の規定に準じて行うものとする。 

 

２７－１９－４ 数量の検測 

段差抑制工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

２７－１９－５ 支 払 

段差抑制工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う段差抑制工の施工に要す

る材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべ

ての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（５） 段差抑制工   

  Ａ ㎡ 
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２７－２０ 連節ブロック張  

２７－２０－１ 定 義 

連節ブロック張とは、設計図書及び監督員の指示に従って、橋梁と交差している河川の堤防部に

護岸を設置することをいう。 

 

２７－２０－２ 種 別 

連節ブロック張の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ 宇多川の護岸工として、空張・連結型の連節ブロック張を設置するもの 

 

２７－２０－３ 材 料 

連節ブロック張に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。  

 

２７－２０－４ 施 工 

（１）連節ブロック張 

施工は、設計図書及び監督員の指示に基づき施工するものとし、連結材の接合方法について、

あらかじめ施工計画書に記載し、監督員の確認を得るものとする。                             

（２）裏込め材 

共通仕様書２－８－９に基づき適切に施工するものとするよるものとする。 

（３）コンクリート 

共通仕様書８－２に基づき適切に施工するものとするよるものとする。 

（４）基礎コンクリート 

共通仕様書４－２０－３に基づき適切に施工するものとするよるものとする。 

（５）型わく工 

共通仕様書８－３－１に基づき適切に施工するものとするよるものとする。 

（６）目地材 

切断時期は、コンクリートが損傷を受けずに切ることができる程度に硬化した直後とし、注入

は、コンクリートの養生期間が終了後、溝をよく清掃し、乾燥後、直ちに施工しなければならな

い。注入方法はあらかじめ監督員の確認を得るものとする。 

 

２７－２０－５ 数量の検測 

連節ブロック張の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

２７－２０－６ 支 払 

連節ブロック張の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価で

行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う連節ブロック張、コ

ンクリート基礎工、裏込め材、吸い出し防止材、型わく工、目地材、掘削、積込、埋戻し運搬に要

する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くす

べての費用を含むものとする。 
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 単価表の項目 検測の単位 

特－（６） 連節ブロック張   

  Ａ ㎡ 
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２７－２１ 転落防止柵工 

２７－２１－１ 定 義 

転落防止柵工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、高速道路の利用者等が転落するのを防

止するため、ボックスカルバート、Ｌ型擁壁、及び油水分離ますの上部等に柵を設置することをい

う。 

 

２７－２１－２ 種 別 

転落防止柵工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

Ａ 
ボックスカルバートのウイング天端及び橋台巻込み部擁壁の天端に転落防止

柵を新設するもの 

Ａ（Ｒ） 
ボックスカルバートのウイング天端に本工事にて撤去した転落防止柵を再設

置するもの 

Ｂ（Ｒ） 
ボックスカルバート内の現場打ち水路天端に本工事にて撤去した転落防止柵

（ガードフェンスタイプ）を再設置するもの 

Ｃ（Ｒ） 
ボックスカルバート内の現場打ち水路天端に本工事にて撤去した転落防止柵

（５段ビームタイプ）を再設置するもの 

Ｄ 
油水分離ます（のり面タイプ）からの転落防止のために分離ますの壁面に転

落防止柵手摺を新設するもの 

 

２７－２１－３ 材 料 

転落防止柵工に使用する材料は、設計図に示す形状とし、以下に示す規格を満足するものを使用

するものとする。 

単価表の項目 設計強度 摘 要 

Ａ 

Ｄ 

垂直荷重：５９０Ｎ／ｍ（６０㎏ｆ／ｍ）以上  

水平荷重：３９０Ｎ／ｍ（４０㎏ｆ／ｍ）以上  

「防護柵の設置基準・同解説

（令和３年３月）」に示す歩

行者自転車用柵（Ｐ種） 

  

２７－２１－４ 防錆処理 

（１）横枠、縦枠、縦材（ガードフェンス含む） 

各部材の防錆処理は、溶融亜鉛めっきによるものとし、溶融亜鉛めっき付着量は、ＪＩＳ Ｈ 

８６４１に従い板厚に応じた付着量とする。 

（２）支柱、ベースプレート 

防錆処理は、溶融亜鉛めっきによるものとし、溶融亜鉛めっき付着量は、５５０ｇ／㎡以上

（ＪＩＳ Ｈ ８６４１ ＨＤＺ５５）とする。 

（３）取付けボルト・ナット、アンカーボルト 

防錆処理は、溶融亜鉛めっきによるものとし、溶融亜鉛めっき付着量は、３５０ｇ／㎡以上

（ＪＩＳ Ｈ ８６４１ ＨＤＺ３５）とする。 
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２７－２１－５ 施 工 

（１）転落防止柵工は、設計図書及び監督員の指示に従って正しい位置及び線形が得られるように設

置しなければならない。  

（２）ベースプレートの設置に当たっては、既設構造物に悪影響を及ぼさないよう、細心の注意をも

って行わなければならない。また、既設構造物の状態に応じて、既設構造物の耐力照査を監督員

が指示した場合、受注者はその指示に従わなければならない。なお、これらに要する費用につい

ては、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

（３）鋼材については、現場において加熱又は溶接を行ってはならない。現場における穴あけ、切断

及びきりもみは、周囲の鋼材に悪影響を及ぼさない場合にのみ監督員の確認を得て行うことがで

きる。 

 

２７－２１－６ 数量の検測 

転落防止柵工の数量の検測は、設計数量（ｍ）で行うものとする。ただし、延長は支柱中心から

支柱中心までのビームに沿った延長とする。 

 

２７－２１－７ 支 払 

転落防止柵工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１ｍ当たりの契約

単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、転落防止柵

の製作、設置等転落防止柵工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要

な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（７） 転落防止柵工   

  Ａ ｍ 

 Ａ（Ｒ） ｍ 

  Ｂ（Ｒ） ｍ 

 Ｃ（Ｒ） ｍ 

 Ｄ 箇所 
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２７－２２ 工事用道路工 

２７－２２－１ 定 義 

工事用道路工とは、設計図書及び監督員の指示に従って行う、本特記仕様書１２―１「工事用道

路の指定」に示す工事用道路の設置に付属する整備作業、本特記仕様書７－１「自工区外仮置場」

に示す仮置場の整備作業及び仮置き場・工事用道路の原型復旧を行うために必要な作業をいう。 

 

２７－２２－２ 種 別 

工事用道路工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

表土剥ぎ取り工 

工事用道路の施工に先立ち、借地した田面部に以下の作業

を行うもの  

１）田面部の表土の剥取り及び積込み  

２）設計図で示す指定場所への運搬、仮置き、整形  

３）整形した表土へのブルーシートによる保護 

表土復旧工 
表土剥ぎ取り工に保管した表土を工事用道路施工前の状態

へ原形復旧するもの 

畦畔復旧工 
工事用道路の敷設に伴って改築した、畦畔を原形復旧する

ための作業を行うもの 

土木シート設置工 

工事用道路の施工に先立ち、借地した田面部に剥取り後の

田面底面・畦畔側面部に土木シートの設置の作業を行うも

の 

土木シート撤去工 
土木シート設置工、土側溝・ａ・ｂ及び土桝・ａ・ｂ・ｃ

で設置した土木シートの撤去を行うもの 

Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ 
工事用道路及び相馬仮置場において、たて溝用のベンチフ

リュームを新設するもの 

土側溝・ａ・ｂ 
設計図書に示すとおり塩化ビニールシートで表面を被覆し

た仮排水溝を新設するもの 

ＰＣＶ（４）・０．４０設置・撤去 

工事用道路の施工に先立ち、既存Ｕ型側溝へ道路用鉄筋コ

ンクリート３種ふたを設置、工事用道路撤去後に撤去する

もの 

Ｅｖ－Ｂ（Ｐ） 
塩化ビニールシートで表面を被覆した仮排水溝を新設する

もの 

Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝

１．６（Ｚ）設置・撤去 

工事用道路の施工に先立ち、排水機能を維持させるため、

既存排水溝にコルゲート管を設置し、工事用道路撤去後に

撤去するもの。 

波形は１形、セクションの継手方法は、軸方向フランジ方

式、円周方向ラップ方式とする。 

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ設置 

工事用道路の施工に先立ち、排水機能を維持させるため、

既存排水溝に高密度ポリエチレン波付管（シングル構造）

を設置するもの。 

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置・撤去 

工事用道路の施工に先立ち、排水機能を維持させるため、

既存排水溝に高密度ポリエチレン波付管（シングル構造）

を設置し、道路撤去後に撤去するもの 

Ｐ－ＣＳＢ－Ｉ－φａ  
工事用道路において、遠心ボックスカルバートを新設する

もの 

集水ます（Ｃ） 
相馬仮置場において、コンクリート（ｔ＝５㎝）で表面を

被覆した仮集水ますを新設するもの 

沈砂池 
相馬仮置場の排水系統の流末において、コンクリート（ｔ

＝５㎝）で表面を被覆した沈砂池を新設するもの 
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土桝・ａ・ｂ・ｃ 
工事用道路において、塩化ビニールシートで表面を被覆し

た仮土桝を新設するもの 

耐候性大型土のう設置 
宇多川橋の施工にあたり、河川の仮締め切りの為に大型土

のうの製作及び設置するもの 

耐候性大型土のう撤去 
宇多川橋の施工にあたり、河川の仮締め切りの為に大型土

のを設置した大型土嚢を撤去するもの 

遮水シート設置・撤去 

宇多川橋の施工にあたり、設置した大型土嚢へ河川から仮

締切内部への河川の流入を防ぐために遮水シート（軟質塩

化ビニルシート）で被覆し、工事完了後に撤去するもの 

目隠し板 相馬仮置場に仮囲い（Ｈ＝３ｍ）を設置するもの 

※表のａ・ｂ又はａ・ｂ・ｃは寸法（ｍ）をφａのａは管径（ｍ）を示す。 

 

２７－２２－３ 材 料 

工事用道路工の材料は設計図に示すとおりとし、下記の内容を満足するものとする。 

（１）表土剥ぎ取り工に使用するブルーシートは♯２０００相当とする。 

（２）Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ、ＰＣＶ（４）・０．４０設置・撤去、Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置、Ｐ

（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置・撤去、集水ます（Ｃ）及び沈砂池の材料は、共通仕様書５－４－１

の用排水構造物工の材料の規定に従うものとする。 

（３）Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝１．６（Ｚ）設置・撤去の材料は共通仕様書６－５－２の

コルゲートパイプカルバートの材料の規定に従うものとする。 

（４）Ｐ－ＣＳＢ－Ｉ－φａの材料は、共通仕様書６－４－２の遠心力鉄筋コンクリート管の材料の

規定に従うものとする。 

（５）耐候性大型土のう設置に使用する土のう袋は、容量１ｍ3の耐候性大型土のう袋（短期１年

用）とする。土のう製作に使用するための土砂は宇多川橋Ａ１及びＡ２橋台の構造物掘削背面土

砂及びⅠ期線盛土材を使用するものとする。 

（６）遮水シート設置・撤去に使用する材料は、止水材（ｔ＝１㎜）からなり、止水材の重ね幅は１

５㎝以上とし、それぞれ下記の規格を満たすものとする。 

試験項目 規格値 試験方法 

比重 １．２５以下 ＪＩＳ Ｋ ６７７３ 

硬さ ８０±５ ＪＩＳ Ｋ ６７７３ 

引張強さ １１．８Ｎ／㎜2以上 ＪＩＳ Ｋ ６７７３ 

伸び ２９０％以上 ＪＩＳ Ｋ ６７７３ 

柔軟性 －３０℃以下 ＪＩＳ Ｋ ６７７３ 

引裂強さ 
５８，８００Ｎ／ｍ以上 

（６０ｋｇｆ／㎝以上） 

ＪＩＳ Ｋ ６２５２－１ 

ＪＩＳ Ｋ ６２５２－２ 

 

２７－２２－４ 施 工 

（１）表土剥ぎ取り工の施工は、施工前に地表の雑物等を除去し、現地盤より厚さ３０㎝で地山を剥

取るものとする。なお、剥取った基盤面が工事用道路の施工に適さない地盤と判断された場合

や、現地状況により、剥取り厚さの変更が必要となる場合は、速やかに監督員と協議しその指示

に従うものとする。これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。

表土剥取工（ｔ＝３０㎝）にて剥取った土砂の取扱いについては、設計図に示す箇所にて仮置き

するものとする。剥取った田面箇所の所有者が分かるように現地に標示板を設置するとともに、
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土砂仮置場報告書を監督員へ提出するものとする。標示板の標示内容等及び土砂仮置場報告書の

様式については別途監督員より指示するものとする。 

また、ブルーシートを設置する際は地表面と密着するように敷設し、シート端部が風等により

めくれ、浮き上がりがないようにアンカー等により固定するものとする。 

（２）表土復旧工の施工は、工事用道路内において、表土剥ぎ取り工にて保管していた表土の石礫の

除去を行った後に、積込み、元の田畑へ運搬、敷均し、耕起を行い、工事用道路施工前の状態へ

原型復旧を行うことをいう。復旧方法及び範囲についてはあらかじめ監督員の確認を得るものと

する。 

（３）畦畔復旧工の施工は、工事用道路設置前の設計図に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規

定の断面に復旧しなければならない。復旧方法及び範囲についてはあらかじめ後監督員の確認を

得るものとする。 

（４）土木シート設置工及び土木シート撤去工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って正しい

位置に設置及び撤去しなければならない。土木シートは、表土剥ぎ取り工で仮置きした表土と他

の土等が混入せず、表土復旧工及び畦畔復旧工等の原型復旧が行える様に設置するものとする。 

（５）Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ、ＰＣＶ（４）・０．４０設置・撤去、Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置、Ｐ

（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置・撤去、集水ます（Ｃ）及び沈砂池の施工は、共通仕様書５－４－２

の用排水構造物工の施工の規定に従うものとする。 

（６）土側溝・ａ・ｂ、Ｅｖ－Ｂ（Ｐ）及び土桝・ａ・ｂ・ｃの施工は、下記の通りとする。 

１）掘 削  

掘削に際しては、掘削断面を必要最小限にとどめ、安定した路床又はのり面を乱さないよう

にしなければならない。 

２）設 置 

設計図書又は監督員が指示する排水機能を満足するこう配で下流側又は低い側から設置する

とともに、底部は滑らかで一様なこう配になるよう施工しなければならない。 

３）塩化ビニールシート 

塩化ビニールシートを設置する際は地表面と密着するように敷設し、シート端部が風等によ

りめくれ、浮き上がりがないようにアンカー等により固定するものとする。 

（７）Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝１．６（Ｚ）設置・撤去の施工は、共通仕様書６－５－４

の規定に従うものとする。 

（８）Ｐ－ＣＳＢ－Ｉ－φａの施工は共通仕様書６－４－３の規定に従うものとする。 

（９）耐候性大型土のう設置の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って、構造物掘削からの土砂

の積込み、運搬、製作、小運搬、設置する。耐候性大型土のう撤去の施工は設計図書及び監督員

の指示に従って、大型土のうの撤去、構造物掘削箇所への土砂の運搬を行うものとする。 

（１０）遮水シート設置・撤去の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って仮締切内部に河川の水

が流入しないように設置しなければならない。 

（１１）目隠し板の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って正しい位置に目隠し板を設置しなけ

ればならない。 

 

２７－２２－５ 関係機関との立会 

工事用道路工の施工前後において、関係機関の立合のもと現地確認及び作業範囲の確認を監督員

が指示した場合、立ち合いを行わなければならない。立会に要する費用は関連する単価項目の単価
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に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。 なお、地権者等の関係機関との立会の結果、

借地箇所復旧内容の変更及び追加があった場合、これに要する費用は別途監督員と受注者とで協議

し定めるものとする。 

 

２７－２２－６ 処分費 

工事用道路工による原型復旧及び撤去に伴って生じる処分費については、別途監督員と受注者で

協議し定めるものとする。 

 

２７－２２－７ 数量の検測 

工事用道路工の数量の検測は、種別毎の設計数量（ｍ3、㎡、ｍ、箇所、袋）で行うものとする。 

 

２７－２２－８ 支 払 

工事用道路工の数量の支払は次のとおりとする。 

（１）表土剥ぎ取り工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ３当たりの契約単価

で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、耕地表土掘

削、運搬、表土養生シートの設置等表土剥ぎ取り工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工

事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（２）表土復旧工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ３当たりの契約単価で行

うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、表土の積込み、運

搬、敷均し等表土復旧工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な

費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（３）畦畔復旧工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、畦畔の築立、締固め

等畦畔復旧工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含

まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（４）土木シート設置工及び土木シート撤去工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、

１㎡当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従っ

て行う、土木シート設置工及び土木シート撤去工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成

するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（５）Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ及び土側溝・ａ・ｂの支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、

１ｍ当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従っ

て行う、Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ及び土側溝・ａ・ｂに要する材料・労力・機械器具等本工事を完成

するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（６）ＰＣＶ（４）・０．４０設置・撤去、Ｅｖ－Ｂ（Ｐ）、Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝

１．６（Ｚ）設置・撤去、Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ設置、Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ設置・撤去及びＰ

－ＣＳＢ－Ｉ－φａの支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価

で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うＰＣＶ（４）・

０．４０設置・撤去、Ｅｖ－Ｂ（Ｐ）、Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝１．６（Ｚ）設置・

撤去、Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ設置・撤去及びＰ－ＣＳＢ－Ｉ－φａに要する材料・労力・機械器

具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むもの

とする。 



 

- 72 - 

（７）集水ます（Ｃ）、沈砂池及び土桝・ａ・ｂ・ｃの支払は前項の規定に従って検測された数量に

対し、１箇所当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指

示に従って行う集水ます（Ｃ）、沈砂池及び土桝・ａ・ｂ・ｃに要する材料・労力・機械器具等

本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとす

る。 

（８）耐候性大型土のう設置及び耐候性大型土のう撤去の支払は前項の規定に従って検測された数量

に対し、１袋当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指

示に従って行う、耐候性大型土のうの土砂の積込み、運搬、大型土のうの製作、小運搬、設置、

撤去に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるも

のを除くすべての費用を含むものとする。 

（９）遮水シート設置・撤去支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、遮水シート

設置・撤去に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含ま

れるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（１０）目隠し板の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、目隠し板に要する材

料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべて

の費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（８） 工事用道路工   

 表土剥ぎ取り工 ｍ3 

 表土復旧工 ｍ3 

 畦畔復旧工 ｍ 

 土木シート設置工 ㎡ 

 土木シート撤去工 ㎡ 

 Ｄｖ－Ｂｆ・ａ・ｂ ｍ 

 土側溝・ａ・ｂ ｍ 

 ＰＣＶ（４）・０．４０設置・撤去 ｍ 

 Ｅｖ－Ｂ（Ｐ） ｍ 

 Ｃ－Ｐ（Ｃｏｒ）１Ｒ－φａ・ｔ＝１．

６（Ｚ）設置・撤去 

ｍ 

 Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置 ｍ 

 Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φａ 設置・撤去 ｍ 

 Ｐ－ＣＳＢ－Ｉ－φａ ｍ 

 集水ます（Ｃ） 箇所 

 沈砂池 箇所 

 土桝・ａ・ｂ・ｃ 箇所 

 耐候性大型土のう設置 袋 

 耐候性大型土のう撤去 袋 

 遮水シート設置・撤去 ㎡ 

 目隠し板 ｍ 
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２７－２３ 工事用仮桟橋 

２７－２３－１ 定 義 

工事用仮桟橋とは、設計図書及び監督員の指示に従って、仮桟橋を設置し、工事完了後撤去する。

または使用後、上部工工事へ引き渡すことから、撤去せず引き続き存置するものをいう。なお、上

部工工事とは、本特記仕様書「１０．関連工事に関する事項」に示される 常磐自動車道 大野台

希望の橋（鋼上部工）工事をいう。 

 

２７－２３－２ 種 別 

工事用仮桟橋の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 摘 要 

宇多川橋設置 

宇多川橋の施工に使用する仮桟橋を設置す

るもの（仮設材の搬入や設置に要する期間

の賃料を含む） 

擦付部に設置する大型土のう

を含む 

宇多川橋撤去 

宇多川橋の施工に使用する仮桟橋を撤去す

るもの（仮設材の搬出や撤去に要する期間

の賃料を含む） 

擦付部の大型土のうの撤去を

含む 

宇多川橋賃料 
宇多川橋の施工に使用する仮桟橋の賃料 

（設置期間：３３箇月） 

 

馬藩沢橋設置 

馬藩沢橋の施工に使用する仮桟橋を設置す

るもの（仮設材の搬入や設置に要する期間

の賃料を含む） 

設置に伴う土工部の掘削、大

型土のうの設置・撤去及び敷

鉄板の設置を含む 

馬藩沢橋撤去 

馬藩沢橋の施工に使用する仮桟橋を撤去す

るもの（仮設材の搬出や撤去に要する期間

の賃料を含む） 

撤去後の土工部の原型復旧、

大型土のうの撤去及び敷鉄板

の撤去を含む 

馬藩沢橋賃料Ａ 
馬藩沢橋の施工に使用する仮桟橋の賃料 

（設置期間：４箇月） 

既設水路部仮桟橋 

馬藩沢橋賃料Ｂ 
馬藩沢橋の施工に使用する仮桟橋の賃料 

（設置期間：４箇月） 

施工重機組立解体用仮桟橋 

信田橋設置 

信田橋の施工に使用する仮桟橋を設置する

もの（仮設材の搬入や設置に要する期間の

賃料を含む） 

 

信田橋撤去 

信田橋の施工に使用する仮桟橋を撤去する

もの（仮設材の搬出や撤去に要する期間の

賃料を含む） 

 

信田橋賃料 
信田橋の施工に使用する仮桟橋の賃料 

（設置期間：２３箇月） 

 

大野台希望の橋設置 

大野台希望の橋の施工に使用する仮桟橋を

設置するもの（仮設材の搬入や設置に要す

る期間の賃料を含む） 

設置に伴う土工部の掘削及び

擦付部に設置する大型土のう

を含む 

大野台希望の橋賃料 

大野台希望の橋の施工に使用する仮桟橋の

賃料 

（設置期間：４２箇月） 

（本工事計上期間：２０箇月） 

引渡し予定日 

：令和９年１１月 
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２７－２３－３ 材 料 

工事用仮桟橋に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。 なお、材料区分等は下表のとお

りとする。 

単価表の項目 材料区分規格等 材料区分 調達地域 

設置期間 

(本工事 

計上期間)

摘要 

宇多川橋設置 

鋼製覆工板： 

鋼製（補強型T-25） 

プレガータ部材：ＰＧ－２形 

高さ調整材： 

Ｈ-300×300×10×15 

杭橋脚：Ｈ-350×350×12×19 

杭橋脚：Ｈ-400×400×13×21 

鋼矢板Ⅲ型 

リース品 福島県 

33箇月 
本工事 

で撤去 

主桁：Ｈ-594×302×14×23 リース品 茨城県水戸市 

受桁・桁受：Ｈ-594×302×14

×23 

受桁継ぎ材・対傾溝：[-300×

90×9×13 

手摺：Ｌ75×75×9 

地覆：[-380×100×10.5×16 

プレート 

転倒防止材・継ぎ材：[-200×

90×8×13.5 

ブレース・ネコピース・鋼矢

板固定材・倒れ防止材：L100

×100×10 

ネコピース・プレート：PL 

ブラケット：30BL 

保護材：PL-90×12×950 

中古品 福島県 

耐候性大型土のう 

（２ｔ、３年対応用） 
－ － 

馬藩沢橋設置 

鋼製覆工板： 

鋼製（補強型T-25） 

主桁：Ｈ-350×350×12×19 

桁受け：Ｈ-400×400×13×21 

杭橋脚：Ｈ-350×350×12×19 

リース品 

福島県 
4箇月 

(馬藩沢橋

賃料Ｂの対

象) 

本工事 

で撤去 

手摺・支柱：Ｌ75×75×9 

垂直ブレース：Ｌ100×100×

10 

地覆：［-380×100×10.5×16 

支持杭添接板：PL-12×350×

550、PL-12×150×550、PL-9

×240×310 

横桁：[-200×90×8×13.5 

スティフナー：PL-169×12×

310、PL-193×12×356 

水平つなぎ：[-200×90×8×

13.5 

中古品 

大型土のう 

（１ｍ3、１年対応用） 
－ － 

鋼製覆工板： 

鋼製（補強型T-25） 

主桁：Ｈ-400×400×13×21 

敷桁：Ｈ-350×350×12×19 

リース品 福島県 

4箇月 

(馬藩沢橋

賃料Ａの対

象) 

本工事 

で撤去 
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敷鉄板：22×914×1829 

横桁：［-200×80×7.5×11 

地覆：［-380×100×10.5×16 

手摺・支柱：Ｌ75×75×9 

スティフナー：PL-358×193.5

×12 

中古品 

大型土のう 

（１ｍ3、１年対応用） 
－ － 

信田橋設置 

鋼製覆工板： 

鋼製（補強型T-25） 

桁受け・杭橋脚： 

 Ｈ-300×300×10×15 

リース品 福島県 

23箇月 
本工事 

で撤去 主桁：Ｈ-700×300×13×24 リース品 千葉県千葉市 

手摺・支柱：Ｌ75×75×9 

横継材：［-300×90×9×13 

地覆：［-380×100×10.5×16 

プレート：t=12mm,16mm 

中古品 福島県 

大野台希望の橋設置 

鋼製覆工板： 

鋼製（補強型T-25） 

プレガータ部材：ＰＧ－２形 

高さ調整材： 

 Ｈ-300×300×10×15 

杭橋脚：Ｈ-350×350×12×19 

杭橋脚：Ｈ-400×400×13×21 

鋼矢板Ⅲ型 

リース品 福島県 

42箇月 

(20箇月) 

別工事 

で撤去 

主桁：Ｈ-594×302×14×23 

主桁：Ｈ-700×300×13×24 

受桁・桁受： 

Ｈ-594×302×14×23 

受桁：Ｈ-700×300×13×24 

受桁継ぎ材・対傾溝：［-300

×90×9×13 

地覆：［-380×100×10.5×16 

手摺・支柱：Ｌ75×75×9 

ブレース・鋼矢板固定材・倒

れ防止材：Ｌ100×100×10 

プレート 

転倒防止材・継材：[-

200×90×8×13.5 
ブラケット：30BL 

中古品 福島県 

耐候性大型土のう 

（２ｔ、３年対応用） 
－ － 

仮設材について、上表に示す調達地域から調達が困難な場合は、本特記仕様書「４．材料調達に

伴う変更」により取扱うものとする。  

また、受注者の責によらず、工事用仮桟橋の設置期間に大幅な変更が生じた場合は、これに要す

る費用について監督員と協議し定めるものとする。 
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なお、上表における宇多川橋設置・馬藩沢橋設置・信田橋設置の設置期間とは、当該工事用仮桟

橋の設置完了から撤去開始までの期間をいう。また、大野台希望の橋設置の設置期間とは、本工事

による設置完了から、使用後、他工事に引き渡され、他工事において撤去開始までの期間をいう。

また、本工事計上期間とは、本工事におけるリース品の賃料計上期間をいう。 

 

２７－２３－４ 施 工 

受注者は、施工に先立ち必要な品質規格を満足している仮設材料であることを確認のうえ、仮設

構造物工指針（社団法人 日本道路協会）に基づき施工しなければならない。 また、引き渡しを

行う場合、他工事受注者と立会の上、引き渡すものとする。 

杭橋脚の施工において、監督員が必要と認めて施工方法を変更した場合または、杭橋脚を切断、

埋設部分を存置する場合については、その指示に従うものとし、これに要する費用について監督員

と協議し定めるものとする。 

 

２７－２３－５ 数量の検測 

（１）工事用仮桟橋の宇多川橋設置、宇多川橋撤去、馬藩沢橋設置、馬藩沢橋撤去、信田橋設置、信

田橋撤去及び大野台希望の橋設置の数量の検測は、設計数量（ｔ）で行うものとする。 

（２）工事用仮桟橋の宇多川橋賃料、馬藩沢橋賃料Ａ、馬藩沢橋賃料Ｂ、信田橋賃料及び大野台希望

の橋賃料の数量の検測は、監督員が必要と認めた供用月数（箇月）で行うものとする。 
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２７－２３－６ 支 払 

（１）工事用仮桟橋の宇多川橋設置、宇多川橋撤去、馬藩沢橋設置、馬藩沢橋撤去、信田橋設置、信

田橋撤去及び大野台希望の橋設置の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞ

れ１ｔ当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従

って行う工事用仮桟橋の設置または撤去、材料費（購入及び設置または撤去期間の賃料）等工事

用仮桟橋の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に

含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（２）工事用仮桟橋の宇多川橋賃料、馬藩沢橋賃料Ａ、馬藩沢橋賃料Ｂ、信田橋賃料及び大野台希望

の橋賃料の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１箇月当たりの契約単

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う工事用仮桟橋

の賃料、修理損耗費に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経

費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（９） 工事用仮桟橋   

 宇多川橋設置 ｔ 

 宇多川橋撤去 ｔ 

 宇多川橋賃料 箇月 

 馬藩沢橋設置 ｔ 

 馬藩沢橋撤去 ｔ 

 馬藩沢橋賃料Ａ 箇月 

 馬藩沢橋賃料Ｂ 箇月 

 信田橋設置 ｔ 

 信田橋撤去 ｔ 

 信田橋賃料 箇月 

 大野台希望の橋設置 ｔ 

 大野台希望の橋賃料 箇月 
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２７－２４ 仮設落石防護柵工 

２７－２４－１ 定 義 

仮設落石防護柵工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、供用している常磐自動車道本線の

路肩へ仮設落石防護柵を設置および撤去することをいう。 

 

２７－２４－２ 種 別 

仮設落石防護柵工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。  

単価表の項目 区分内容 

設置工Ａ（Ｙ） 
切土のり面部の本線路肩に仮設落石防護柵（Ｈ＝３ｍ）を夜間通行止め

時に設置するもの（仮設材の搬入や設置に要する期間の賃料を含む） 

撤去工Ａ（Ｙ） 

切土のり面部の本線路肩に設置された仮設落石防護柵（Ｈ＝３ｍ）を夜

間通行止め時に撤去するもの（仮設材の搬出や撤去に要する期間の賃料

を含む） 

賃料Ａ 仮設落石防護柵（Ｈ＝３ｍ）の賃料（設置期間：４６箇月） 

端部摺付設置工（Ｙ） 
仮設落石防護柵工設置工Ａで設置した防護柵の上流側端部に貸与品の仮

設ガードレール（Ｇｒ－Ａ－２Ｂ Ｈ鋼基礎）を夜間通行止め時に設置

するもの 

端部摺付撤去工（Ｙ） 
仮設落石防護柵の端部摺付部に設置されている仮設ガードレールを夜間

通行止め時に撤去するもの 

 

２７－２４－３ 材 料 

仮設落石防護柵工に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。なお、材料区分等は下表のと

おりとする。 

単価表の項目 材料区分規格等 材料区分 調達地域 設置期間 摘要 

設置工Ａ（Ｙ） 

壁材 

シャットパネル 

 Ｈ ０．５ｍ×３．０ｍ 

シャットパネル 

 Ｉ １．０ｍ×３．０ｍ 

シャットパネル 

 Ｊ １．５ｍ×３．０ｍ 

支柱・敷桁 

 Ｈ-250×250 

リース品 
特記仕様書４

に示すとおり 
４６箇月 

 

ツナギ材 

 ［－200×80×7.5×11 
中古品  

自発光式ソーラー点滅灯 

φ158×50 
－ － －  

耐候性大型土のう 

（２ｔ、３年対応用） 
－ － －  

端部摺付設置工

（Ｙ） 

自発光式ソーラー警告灯 

600×360×660 

自発光式ソーラー矢印板 

丸型クッションドラム 

φ580・H=820 

－ － －  

Ｇｒ－Ａ－２ＢＨ鋼基礎 貸与 － －  
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また、受注者の責によらず、仮設落石防護柵の設置期間に大幅な変更が生じた場合は、これに要

する費用について監督員と協議し定めるものとする。 

賃料Ａにおけるリース品の賃料計上期間は、仮設落石防護柵の設置完了（部分使用開始時）から

撤去開始までの期間とする。なお、部分使用は通行止め解除の都度、施工が完了した単位ごとに実

施する。 

 

２７－２４－４ 施 工 

仮設落石防護柵工の施工は現地調査のうえ詳細な割付図を作成し、予め監督員の確認を得るもの

とする。 

 

２７－２４－５ 数量の検測 

（１）仮設落石防護柵工の設置工、撤去工、端部摺付工及び端部摺付工撤去工の数量の検測は設計数

量（ｍ）で行うものとする。 

（２）仮設落石防護柵工の賃料Ａの数量の検測は、監督員が必要と認めた供用月数（ｍ・月）で行う

ものとする。 

 

２７－２４－６ 支 払 

（１）仮設落石防護柵工の設置工、撤去工、端部摺付工及び端部摺付工撤去工の支払は、前項の規定

に従って検測された数量に対し、それぞれ１ｍ当たりの契約単価で行うものとする。この契約単

価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う仮設落石防護柵等の設置又は撤去、材料費（購

入及び設置または撤去期間の賃料）等、仮設落石防護柵工の設置又は撤去に要する材料・労力・

機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含

むものとする。 

（２）仮設落石防護柵工の賃料の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｍ・月当た

りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う仮

設落石防護柵工の賃料に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸

経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１０） 仮設落石防護柵工   

  設置工Ａ（Ｙ） ｍ 

 撤去工Ａ（Ｙ） ｍ 

 賃料Ａ ｍ・月 

 端部摺付設置工（Ｙ） ｍ 

 端部摺付撤去工（Ｙ） ｍ 
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２７－２５ 仮設防護柵工 

２７－２５－１ 定 義 

仮設防護柵工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、現在供用している常磐自動車道本線の

路肩へ仮設防護柵を設置及び撤去することをいう。 

 

２７－２５－２ 種 別 

仮設防護柵工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 摘 要 

仮設防護柵工 設置 
仮設防護柵の設置を行うもの（仮設材の搬入や設置に

要する期間の賃料を含む） 
 

仮設防護柵工 撤去 
仮設防護柵の撤去を行うもの（仮設材の搬出や撤去に

要する期間の賃料を含む） 
 

仮設防護柵工 賃料Ａ 
設置期間が６箇月以内の仮設防護柵の賃料 

 
 

仮設防護柵工 賃料Ｂ 
設置期間が６箇月を超え１２箇月以内の仮設防護柵の

賃料 
 

仮設防護柵工 賃料Ｃ 
設置期間が１２箇月を超え２４箇月以内の仮設防護柵

の賃料 
 

 

２７－２５－３ 材 料 

仮設防護柵工に使用する材料は、設計図に示すとおりとする。 

単価表の項目 材料区分規格等 材料区分 調達地域 設置期間  摘要 

仮設防護柵工 

賃料Ａ 

賃料Ｂ 

賃料Ｃ 

エレメント 

 Ｌ＝１．５ｍ 

タ－ミナル 

 Ｌ＝２．０ｍ 

リース 宮城県仙台市 
本特記仕様書２７

－２５－２による 
 

また、受注者の責によらず、仮設防護柵の設置期間に大幅な変更が生じた場合は、これに要する

費用について監督員と協議し定めるものとする。  

賃料Ａ、Ｂ、Ｃにおけるリース品の賃料計上期間は、仮設防護柵の設置完了（部分使用開始時）

から撤去開始までの期間とする。なお、部分使用は通行止め解除の都度、施工が完了した単位ごと

に実施する。 

 

２７－２５－４ 施 工 

仮設防護柵工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って正しい位置に仮設防護柵を設置及び

撤去しなければならない。 

 

２７－２５－５ 数量の検測 

（１）仮設防護柵工の設置及び撤去の数量の検測は、設計数量（ｍ）で行うものとする。 

（２）仮設防護柵工の賃料の数量の検測は、監督員が必要と認めた供用月数（ｍ・月）で行うものと

する。 
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２７－２５－６ 支 払 

（１）仮設防護柵工の設置及び撤去の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ

１ｍ当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従っ

て行う仮設防護柵等の設置又は撤去、材料費（購入及び設置または撤去期間の賃料）等仮設防護

柵工の設置又は撤去に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経

費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

（２）仮設防護柵工の賃料の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ１ｍ・月

当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行

う仮設防護柵工の賃料に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸

経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１１） 仮設防護柵工   

 仮設防護柵工 設置 ｍ 

 仮設防護柵工 撤去 ｍ 

 仮設防護柵工 賃料Ａ ｍ・月 

 仮設防護柵工 賃料Ｂ ｍ・月 

 仮設防護柵工 賃料Ｃ ｍ・月 
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２７－２６ 環境対策工 

２７－２６－１ 定 義 

環境対策工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、相馬仮置場に盛土・整形した土砂に保護

マット及び遮水シートを設置することをいう。 

 

２７－２６－２ 材 料 

環境対策工の遮水シートに使用する材料は、保護マット（ｔ＝１０㎜）及び軟質塩化ビニルシー

ト（ｔ＝１．５㎜）とし、設計図に示すとおりとする。  

 

２７－２６－３ 施 工 

環境対策工の施工は、雨水が浸透しないようにシートを盛土面と密着するように敷設し、シート

端部が風等によりめくれ、浮き上がりや飛散することがないようにシート同士は溶着、基盤面はア

ンカー等により固定するものとする。 

なお、シートを設置する時期は監督員からの確認を得た上で行うものとする。  

 

２７－２６－４ 数量の検測 

環境対策工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

２７－２６－５ 支 払 

環境対策工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う保護マット及び遮水シー

トの敷設、固定等環境対策工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要

な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１２） 環境対策工   

 遮水シート（ｔ＝１．５㎜） ㎡ 
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２７－２７ 交通規制工 

２７－２７－１ 種 別 

共通仕様書１９－３－２「種別」に次表を追加する。 

単価表の項目 内    容 

路肩規制 Ⅰ×１Ａ 

「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制Ａ、路肩規制Ｂ

及び路肩規制Ｃをいう。（有料道路料金費を含むもの） 

規制延長が１，０００ｍ以下、規制箇所数１箇所 

共通仕様書１９－３－２「種別」に規定する交通規制箇所、交通規制内の施工内容及び規制時間

等については下表のとおりとする。  

単価表の項目 交通規制箇所 交通規制内の施工内容 規制時間 

規制材保守を行う交通

監視員の休憩時間帯に

おける交代要員の有無 

路肩規制 

Ⅰ×１Ａ 

常磐自動車道 

（上り線） 

南相馬鹿島ＳＩＣ～ 

新地ＩＣ間 

本線路肩部で行う作業

又は調査を行う場合 

本線近接作業時で一般

通行車両の安全を確保

する場合 

８：３０～ 

１７：３０ 

（９：００～ 

１７：００）

必 要 

（単価表の項目に含む） 

※上表の規制時間とは、１回当たりとして検測する交通規制工のうち、規制設置開始（標識設置開

始）から規制撤去完了（標識撤去完了）までの時間である。なお、（ ）内は、交通規制内の施

工可能時間を示す。 

       

２７－２７－２ 施 工 

日々の施工終了時には、交通規制材を含むすべての資機材等を撤去するものとするが、昼夜連続

規制及び監督員が資機材等の存置を認めた場合はこの限りではない。 

受注者は工事規制による著しい渋滞、交通の危険又はそれらの恐れがある場合及び異常気象時に

は監督員の指示により規制開始の延期または規制解除（工事中止）する措置を講ずるものとする。

これらの措置によるもの等受注者の責によらず交通規制箇所及び交通規制内の施工可能時間が大幅

に変更となった場合、これらに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとす

る。 

 

２７－２７－３ 材 料 

交通規制工に使用する規制機材は、設計図に示すとおりとする。 

 

２７－２７－４ 後尾警戒車の配置について 

受注者は、交通規制に伴う渋滞発生時又はその恐れがある場合は、監督員の指示に従い渋滞最後

尾に後尾警戒車を随時配置するものとし、これに要する費用は別途監督員と受注者とで協議し定め

るものとする。 

 

２７－２７－５ 交通規制工実施報告書の提出時期について 

共通仕様書１９－３－３「交通規制計画」に規定する交通規制工実施報告書は月ごとに作成し、

翌月上旬までに提出するものとする。 
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２７－２７－６ 有料道路料金費 

有料道路料金費とは、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｓｙ

ｓｔｅｍｕ）が整備されているインターチェンジ等をＥＴＣ無線通信により走行するために要する

通行料金をいう。 

また、監督員の指示により有料道路通行区間を変更する場合、又は、通行料金体系が見直しとな

った場合は、これに要する費用は監督員と受注者とで協議して定めるものとする。 

対象は路肩規制において必要となる南相馬鹿島ＳＩＣ～新地ＩＣ間（片道）の通行料金をいう。 

単価表の項目 対象ＩＣ区間（上り線） 予定回数 備 考 

路肩規制 Ⅰ×１Ａ 

新地ＩＣ～相馬ＩＣ間 １０回 
標識車（２ｔ）１台 

作業車（２ｔ）１台 

相馬ＩＣ～南相馬鹿島ＳＩＣ間 ２回 
標識車（２ｔ）１台 

作業車（２ｔ）１台 

 

２７－２７－７ 支 払 

共通仕様書１９－３－５「支払」に下記を追加する。 

路肩規制Ⅰ×１Ａの支払いは前項の規定に従って検測された数量に対し、１回当たりの契約単価

で行うものとする。 

この契約単価には設計図書及び監督員の指示に従って行う交通規制の設置、保守及び撤去に要す

る材料・労力・機械器具（貸与機械の場合は、現場修理及び年間機械管理費、及び燃料、油脂）、

有料道路料金費等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用

を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

１９－（１） 交通規制工   

 路肩規制 Ⅰ×１Ａ 回 
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２７－２８ 交通保安要員 

２７－２８－１ 種 別 

共通仕様書１９－４－２「種別」に規定する配置場所、配置人数、配置時間及び期間については

下表のとおりとする。 

単価表の項目 配置場所 
配置 

人数 

交代 

要員 
配置時間 配置期間 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ａ 

宇多川橋 

工事用道路 

出入口付近 

１人 － 
９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中  

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｂ 

工事用道路２ 

出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｃ 

工事用道路４ 

出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｄ 

工事用道路５－

２出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｅ 

工事用道路７ 

出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｆ 

工事用道路９ 

出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｇ 

市道山上初野線

と法定外道路の

交差部 

１人 － 
９：００～ 

１７：００ 

土運搬作業期間中 

かやぐらばしA2橋台 

工事期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｈ 

かやぐらばし 

Ａ２橋台付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 

かやぐらばしA2橋台 

工事期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｉ 

工事用道路１０ 

出入口付近 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｊ 

大野台希望の橋 

工事用道路 

出入口付近 

１人 － 
９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｋ 

市道中部６４２

号線と市道椎木

初の線の交差部 

１人 － 
９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｌ 

相馬仮置場 

出入口 
１人 － 

９：００～ 

１７：００ 
土運搬作業期間中 

交通誘導警備Ｂ 

工事用道路及び 

交通保安要員 

配置図 Ｍ 

夜間通行止時現

場作業箇所 
１人 有 

２１：００～ 

翌４：００ 
夜間通行止期間中 

なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置場所及び配置時間が大幅に変更となった場合

は、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

 

２７－２８－２ 交通保安要員計画について 

受注者は、業務を遂行するに十分な能力を有する交通保安要員を配置するものとし、あらかじめ

氏名、経歴及び有資格情報等を記載した名簿を作成し、監督員に提出するものとする。なお、交通

保安要員を変更又は追加した場合は、速やかに名簿を作成し、監督員に提出するものとする。 
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２７－２８－３ 交通保安要員実施報告書の提出時期について 

共通仕様書１９－４－３「交通保安要員計画」に規定する交通保安要員実施報告書は月ごとに作

成し、翌月上旬までに提出するものとする。 
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２７－２９ 率計上工事に関する事項 

２７－２９－１ 目的及び契約方法 

率計上工事とは、率計上工事に関する事項の単価項目の金額を他の特定の単価項目の金額に対す

る率計上により積算することにより、入札価格算出の簡素化を目的とするものである。当該部分の

見積りについては、当初契約において一式として契約する。本特記仕様書２７－２９－４「当初契

約金額」に示す率計上の考え方に基づき算出するものとする。 

 

２７－２９－２ 用語の定義 

共通仕様書１－２「用語の定義」に次を追加する。 

（３０）「契約参考図書」とは、率計上工事に関する事項に係る率計上対象項目及びそれらの概算数

量を示したもので参考図として取扱うものとする。 

 

２７－２９－３ 種 別 

  率計上工事に関する事項の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

率計上工事に関する事項 
単価表の番号（１から１５、１７から１４７及び１４９から２１４）

の金額の合計に１％を乗じた金額相当の率計上工事をいう 

 

２７－２９－４ 当初契約金額 

当初契約における率計上の算出に用いる単価表の項目及び率は、本特記仕様書２７－２９－３

「種別」に示す単価表の項目の区分内容に従って算出し、一式計上するものとする。金額の記載に

あたっては、有効数字５桁とし、有効数字６桁目を切り捨てとする。また、１０百万円未満の場合

は、千円単位とし、千円未満の額については切り捨てとする。 

 

２７－２９－５ 契約変更について 

契約締結後、率計上工事に関する事項に係る施工に必要な率計上対象項目及び数量については、

契約参考図書及び現地照査に基づき契約内容が確定した段階で契約書第１９条に基づき変更を行う

ものとし、新単価を定めるものとする。なお、新単価算出にあたっては、率計上工事に関する事項

の単価表の項目の契約金額を上限とせずに契約変更を行うものとする。 

 

２７－２９－６ 数量の検測 

率計上工事に関する事項の検測は、設計数量（式）で行うものとする。 

 

２７－２９－７ 支 払 

率計上工事に関する事項の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１式当たりの契

約単価で行うものとする。この契約単価には契約参考図書に基づき行う本工事を完成するために必

要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

 単価表の項目 検測の単位 

特－（１３） 率計上工事に関する事項 式 
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２７－３０ 割掛対象表の項目に示す工事の内容 

割掛対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第１章「表１－３割掛対象表の項目に示す工

事の内容」による他、次のとおりとする。 

【共通仮設費】 

割掛対象表の項目名称 工事の内容 

工事用機械運搬費Ａ１ 

宇多川橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動

車（硬質地盤専用圧入機）等による運搬及び運搬時の損料に要す

る費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ２ 

宇多川橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動

車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ３ 

南相馬４７函渠における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ４ 

南相馬４８函渠における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ５ 

馬藩沢橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動

車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ６ 

馬藩沢橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動

車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ７ 

信田橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ８ 

信田橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ９ 

相馬５函渠における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬

質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費用を

いう。 

工事用機械運搬費Ａ１０ 

黒木橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１１ 

黒木橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要する費

用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１２ 

かやぐらばしＡ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨物

自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に要

する費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１３ 

かやぐらばしＡ２橋台を施工するための質量２０ｔ以上の建設機

械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をい

う。 

工事用機械運搬費Ａ１４ 

大野台希望の橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨

物自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１５ 

大野台希望の橋Ｐ１橋脚における質量２０ｔ以上の建設機械の貨

物自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 
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工事用機械運搬費Ａ１６ 

大野台希望の橋Ｐ２橋脚における質量２０ｔ以上の建設機械の貨

物自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１７ 

大野台希望の橋Ｐ５橋脚における質量２０ｔ以上の建設機械の貨

物自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

工事用機械運搬費Ａ１８ 

大野台希望の橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上の建設機械の貨

物自動車（硬質地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ａ 
一般土工に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の

損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１ 
宇多川橋Ａ１橋台を施工するための重建設機械の分解、組立、輸

送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ２ 
宇多川橋Ａ２橋台を施工するための重建設機械の分解、組立、輸

送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ３ 
南相馬４７函渠を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ４ 
南相馬４８函渠を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ５ 
信田橋Ａ１橋台を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ６ 
信田橋Ａ２橋台を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ７ 
相馬５函渠を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送及び

運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ８ 
黒木橋Ａ１橋を施工するための台重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ９ 
黒木橋Ａ２橋台を施工するための重建設機械の分解、組立、輸送

及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１０ 
かやぐらばしＡ１橋台を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１１ 
かやぐらばしＡ２橋台を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１２ 
大野台希望の橋Ａ１橋台を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１３ 
大野台希望の橋Ｐ１橋脚を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１４ 
大野台希望の橋Ｐ２橋脚を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１５ 
大野台希望の橋Ｐ５橋脚を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１６ 
大野台希望の橋Ｐ６橋脚を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｂ１７ 
大野台希望の橋Ａ２橋台を施工するための重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｃ１ 

宇多川橋Ａ１橋台、馬藩沢橋Ａ２橋台、信田橋Ａ１橋台・Ａ２橋

台、黒木橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、大野台希望の橋 Ａ２橋台（Ｌ

型擁壁）の場所打ちコンクリート杭（機械掘削）に使用する重建

設機の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用

をいう。 

工事用機械分解組立費Ｃ２ 

大野台希望の橋 Ａ２橋台の場所打ちコンクリート杭（機械掘

削）に使用する重建設機の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又

は賃料に要する費用をいう。 
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工事用機械分解組立費Ｄ 
場所打ちコンクリート杭（人力掘削）に使用する重建設機の分

解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｅ１ 
宇多川橋の仮桟橋に使用する重建設機の分解・組立・輸送及び運

搬時の損料又は賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｅ２ 
馬藩沢橋の仮桟橋に使用する重建設機の分解・組立・輸送及び運

搬時の損料又は賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｅ３ 
信田橋の仮桟橋に使用する重建設機の分解・組立・輸送及び運搬

時の損料又は賃料に要する費用をいう。 

工事用機械分解組立費Ｅ４ 
大野台希望の橋の仮桟橋に使用する重建設機械の分解、組立、輸

送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ａ 

宇多川橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、馬藩沢橋Ａ１橋台、信田橋Ａ１橋

台・Ａ２橋台、黒木橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、かやぐらばしＡ１橋

台・Ａ２橋台、大野台希望の橋Ａ１橋台・Ｐ１橋脚・Ｐ２橋脚・

Ｐ５橋脚・Ｐ６橋脚・Ａ２橋台、南相馬-４７函渠、南相馬-４８

函渠、相馬-５函渠の構造物掘削に用いる仮設材等（仮橋、鋼矢

板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬に要する費用及び工事用仮桟橋、

馬藩沢橋 既設水路部仮桟橋に用いる敷鉄板、上部工支保工の仮

設材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬に要する費用

をいう。 

仮設材等運搬費Ｂ 仮設落石防護柵の運搬に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ｃ 路肩規制に用いる仮設防護柵の運搬に要する費用をいう。 

仮設材等運搬費Ｄ 
馬藩沢橋Ａ２橋台の構造物掘削に使用する仮設材等（鋼矢板ＶＬ

型、土留主部材、土留副部材）の運搬に要する費用をいう。 

アンカー工の多サイクル確認

試験費Ａ 

宇多川橋、馬藩沢橋Ａ１橋台、信田橋、黒木橋、かやぐらばし、

大野台希望の橋、南相馬４７函渠、南相馬４８函渠及び相馬５函

渠の土留仮設アンカーの多サイクル確認試験に要する費用をい

う。 

アンカー工の多サイクル確認

試験費Ｂ 

馬藩沢橋Ａ２橋台の土留仮設アンカーの多サイクル確認試験に要

する費用をいう。 

火薬庫費 
深礎ぐいを施工する際に使用する火薬庫の営繕（設置・撤去、維

持、補修）に要する費用をいう。 

鉄筋位置調査工 
継目工Ⅳ型のジョイントバー設置に伴う既設構造物の鉄筋位置調

査に要する費用をいう。 

 

【準備工費】 

割掛対象表の項目名称 工事の内容 

敷鉄板費 

（敷鉄板５×２０×２２） 

工事用道路及び相馬仮置場に設置される敷鉄板に要する費用をい

う。 
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【雑工事費】 

割掛対象表の項目名称 工事の内容 

切土部施工基面の整形費 

 土砂 

共通仕様書２－６－５（６）の規定を満足するよう、土砂部の上

部路床面の不陸整正に要する費用をいう。 

切土部施工基面の整形費 

 軟岩 

共通仕様書２－６－５（６）の規定を満足するよう、軟岩部の上

部路床面の不陸整正に要する費用をいう。 

のり面仕上げ費 盛土部土砂 
共通仕様書２－７－５（６）に規定する盛土部の作業に要する費

用をいう。 

のり面仕上げ費 切土部土砂 
共通仕様書２－６－５（８）に規定する土砂切土部の作業に要す

る費用をいう。 

のり面仕上げ費 切土部軟岩 
共通仕様書２－６－５（８）に規定する軟岩切土部の作業に要す

る費用をいう。 

埋設管防護工費 

既設函渠を延伸するため、既設埋設管の防護に要する仮設材（Ｈ

鋼・埋設管防護取付金具当）の材料費、鋼製山留の設置・撤去及

び一般鉄骨構造物の製作の費用をいう。 

くい頭処理費Ａ 

宇多川橋Ａ１橋台、馬藩沢橋Ａ２橋台、馬藩沢橋擁壁、信田橋Ａ

１橋台・Ａ２橋台、黒木橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、大野台希望の橋

Ｌ型擁壁の場所打ちぐいのくい頭はつり、運搬費、処分費に要す

る費用をいう。 

くい頭処理費Ｂ 
大野台希望の橋Ａ２橋台の場所打ちぐいのくい頭はつり、運搬

費、処分費に要する費用をいう。 

箱抜工費 転落防止柵支柱 
函渠内現場打ち水路壁天端に設置する転落防止柵支柱埋込み用孔

の箱抜き要する費用である。 

土砂等防止柵費 

（切土のり面用）土砂 

供用中の高速道路の切土のり面の土砂部（土中部）に土砂等の流

出防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費用をいう。 

土砂等防止柵費 

（切土のり面用）軟岩 

供用中の高速道路の切土のり面の軟岩部（岩部）に土砂等の流出

防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費用をいう。 

緩衝材設置費 
宇多川橋Ｐ２橋脚において、さや管内と橋脚の間に設置する緩衝

材・シール材に要する費用をいう。 

環境対策工 
相馬仮置場において、重金属検査中の土砂を一時仮置く際、遮水

シートにて養生する費用をいう。 
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２８．補足事項 

２８－１ 設計図書の変更及び追加について  

下記に示す事項については、現在関係機関と協議中であり、関連する工事の設計内容を変更する

可能性がある。受注者は監督員と緊密な連絡を取ると共に、これについて監督員が指示した場合、

速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と受注者とで協議して定めるもの

とする。 

（１）関係機関との協議結果に基づくⅠ期線に対する安全対策工（仮設ガードレール、目隠し板、飛

散防止のメッシュシート等）の追加、交通規制工及び交通規制に用いる仮設材の変更・追加 

（２）電力、通信施設及び標識等の支障物件移設工・復旧工の追加 

（３）試掘工及び試掘結果に基づく対策工の追加 

（４）相馬仮置場における埋設物撤去工等の追加及び関係機関協議に伴う施工内容の変更 

（５）のり面の酸性化対策に関する試験施工等の追加 

（６）快適トイレの追加 

 

２８－２ 監督員詰所 

受注者は、着工後直ちに監督員に設置場所の確認を得た上での監督員詰所を設置するものとす

る。これに要する費用は、関連する契約単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

なお、建物面積は９．９㎡程度のものとする。 

 

２８－３ 工事記録の作成及び提出について 

（１）共通仕様書１－５１－２「工事記録情報」に規定する工事記録作成要領は、令和６年７月版と

する。 

（２）受注者は、工事記録収集システムへデータ入力完了後、「工事記録情報 完了届（様式－１

４）」をしゅん功届提出予定の２週間程度前までに監督員に提出し、その後入力データの照査を

受け、監督員が発行する「工事記録情報 チェック結果票」にて照査の結果の通知を受けるもの

とする。 

（３）工事記録収集システムに関する問合せは、東日本高速道路㈱東北支社に常駐する「保全情報管

理員」とし、氏名等については別途監督員より通知する。  

 

２８－４ 緊急時の協力業務 

工事関係者が、高速道路上等を道路交通法の道路維持作業用自動車の指定を受けた車両で走行中

などに、交通事故等の緊急事態に遭遇又は、落下物等を発見した場合は、自ら安全が確保でき、か

つ可能な範囲で、下記に示す措置を行うものとする。 

（１）非常電話、無線などによる道路管制センターへの通報 

（２）発煙筒、旗、ラバコーン等による後続車両等への注意喚起 

（３）負傷者の救助、援助および落下物の車線からの排除 
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２８－５ 有料道路料金費に関する事項 

有料道路料金費とは、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｓｙ

ｓｔｅｍ）が整備されているインターチェンジ等をＥＴＣ無線通信により走行するために要する通

行料金をいう。監督員が必要と認めて有料道路通行区間の変更を指示した場合、受注者はその指示

に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。ま

た、通行料金体系が見直しとなった場合に発生する増加費用についても監督員と受注者とで協議し

定めるものとする。 

 

２８－６ ＩＣＴ土工の活用について 

本工事は、国土交通省が推進するｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに基づき、生産性向上を図るた

め、受注者からＩＣＴ土工に関する提案ができる工事である。 

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合にそ

の施工を行うことができるものとする。 

なお、その施工に伴う費用については、発注者と受注者で協議して定めるものとする。 

 

２８－７ 遠隔立会 

遠隔立会とは、遠隔立会実施要領（令和５年１０月 東日本高速道路株式会社）に基づき、共通

仕様書「１－２ 用語の定義」に定める「確認」及び「１－３０ 検査及び立会い」に定める検査

及び立会いについて、デジタル通信技術を活用し遠隔地からの確認、検査及び立会いの実施によ

り、受注者及び発注者の工事等管理業務の効率化による生産性向上を図るものである。 

遠隔立会の実施有無、実施項目、費用等については、工事着手前に監督員と協議し定めるものと

する。 

 

２８－８ 実績価格調査票 

受注者は、契約締結後、見積活用方式に係る見積対象項目に対し下請契約したとき、または、現

場組織が構築されたときは、本工事の入札前に提出した最終参考見積書と契約後の実態に基づく比

較を行う「実績価格調査票（別添－２）」を作成し提出するものとする。なお、監督員は、提出さ

れた実績価格調査票に疑義がある場合は、施工体制点検などの場を活用して受注者や下請負人に聞

き取り調査を行うものとする。 

 










































